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会計管理者 西 珠 生

午前９時００分開議

○議長（井藤 稔君） 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員数は１０名です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

なお、会議に先立ちまして、本日も昨日と同じように、登壇して発言をいただく場合にはマス

クを外して発言していただいて結構ですので、そのようにしていただければと思います。

本日は一般質問であります。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（井藤 稔君） 本日の一般質問の議員を紹介をします。通告１番、議席番号８番、松田

悦郎議員、通告２番、議席番号７番、前田昇議員、通告３番、議席番号４番、三島尋子議員、通

告４番、議席番号２番、山路有議員、通告５番、議席番号６番、河中博子議員、以上５名の皆さ

んです。

通告順に質問を許します。

議席番号８番、松田悦郎議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） おはようございます。８番、松田です。一般質問に入る前に、コ

ロナワクチン接種について、少し述べてみたいと思います。

１月２５日の村議会臨時会で、ワクチン接種体制議案を可決いたしました。このワクチン接種

につきましては、世界や日本で接種の安全性についていろいろな意見がありますが、日本で接種

を希望する人は７割以上になることが２月の世論調査で分かったようであります。また、接種は

２月１７日から医療従事者から始まり、４月１２日からは６５歳以上の高齢者が予定となったよ

うであります。

ここで、コロナワクチンについて、１月３１日に投稿されたアメリカの大学に所属されている

日本人医師の紙谷医師からの体験談を紹介をしたいと思います。ワクチン接種による副反応に関

して過度に恐れを抱いている人が多いが、正しい知識を身につけ、接種の判断をしてほしいと訴

えられておられます。令和３年１月１３日ええ、アメリカでは ０００え人以上、世界では ０ 

００え以上が新型コロナワクチン接種をしています。紙谷医師も最前線で新型コロナの診療に従

事しているため、１２月に１回目のワクチン接種を受けたが、接種当日に接種した部位のごく軽
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い痛みと体のだるさが出ただけで、翌日以降、これらの症状は改善し、ふだんどおりに生活して

いる。ワクチン接種で新型コロナに対する免疫を持つことができ、自分自身や自分の家族、そし

て医療従事者として自らが診療する患者を守ることができるのは、本当にありがたいことだと実

感していると言われておりました。

ここで、日本で厚労省の調査では、接種をしない、経過を見てから接種する方など、接種に慎

重な方が半数以上おられるという情報もあります。村内でも、今後ワクチン接種が随時行われる

予定ですが、接種しないリスクも考えながら、少なくとも村内では１人もコロナ感染者が出ない

ようにすることが一番大事であると思います。行政としては、村民にワクチン接種方法について、

分かりやすく丁寧に説明されることをお願いいたします。

では、一般質問に入ります。最初に、うなばら荘運営の最終判断について質問いたします。

老人休養ホームうなばら荘の設置者である西部広域行政管理組合が、２月２６日のうなばら荘

正副管理者会議の結果報告で、令和３年度末をもって施設運営を終了する方向性や譲渡へのスケ

ジュールも整理され、ほとんど終了に近いと感じています。

振り返りますと、西部広域行政管理組合老人休養ホームうなばら荘が昭和４９年に財団法人う

なばら福祉事業団となって以来、経営はそれなりによかったように言われていますが、平成２５

年度あたりから債務負担行為が始まり、今日まで累積赤字が２億円を超えていきました。その状

況で少しでも赤字を減らす方策がないのかなど、あらゆる角度からうなばら荘評議員会や理事会、

また議会の中でも、赤字の原因は何か、赤字を減らすためにはどのような施策があるかなど、何

年も多くの議論をうなばら荘支配人ほか数名出席して検討してまいりました。さらに、うなばら

荘魅力向上委員会を村民代表や関係団体の代表などで行い、うなばら荘再建に向けて叱咤激励や、

再建に向けた提案など多くの議論を行いました。

このような中で、うなばら荘の努力もあり、売上げが上昇するチャンスが何度かありましたが、

その年はよい方向に行こうとする場面が多くありましたのに、その都度、様々なアクシデントが

あり、売上げを上昇する機会に恵まれませんでした。昨年も売上げが伸びてきたと思ったら、コ

ロナ禍で大きな経営不振となり、今までより一番大きな打撃を受けました。

そのような中、いきなり２月には西部広域行政管理組合のほうから、うなばら荘の最後通告案

を初めて村議会に言及されました。これは、うなばら荘を令和３年度末で共同処理事務による施

設運営を終了することが適当であり、うなばら荘を閉館したいと説明されました。世界中がコロ

ナ禍により旅館業や飲食店の経営が本当に大変な時期に合わせたようなこの方向性が出てきたこ

とは、コロナ禍に便乗しているように見え、大変不本意に思います。私は、コロナ禍は世界の中
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で今紀最大の出来事であり、コロナが終息したときに本当にうなばら荘の真価が問われるときで

あり、うなばら荘の閉館は時期尚早であると思っています。

最終的に西部広域行政管理組合がどのような判断するにしても、村民に愛され、４７年間続い

たうなばら荘であります。指定管理者として、運営の最終判断は、村民のためにも住民投票か住

民アンケートなどで決めるべきと思うが、どのように考えておられるのか伺います。

次に、役場敷地を自然と触れ合う広場にについて質問します。今、本村では、幼児、園児、小

学生に対して重要な課題の一つとして、自然保育や自然環境に触れ合う場所が必要であると強く

思います。園児や小学生が、落ち葉や木、花、風の音、草の匂い、土の感触など、自然の中にあ

るものが全て子供たちの遊びの要素になっており、自然の中で遊ぶことは、遊具などがない場所

での遊びであると言われております。本来、子供教育にはもっと自然環境に親しみを持たせるべ

きであり、春夏秋冬の自然に触れ合いながら、特に春から秋にかけて、秋では大きな木の下で、

学習など勉強もできる環境づくりが大切であります。文科省では、小学校理科の授業で自然教育

や環境教育を含めた自然を学ぶ取組を目指すために、次の３点を目指しているようです。

まず１点目は、自然を利用する観点から、自然の多様性を学ぶ。２、自然の恵みは無期限では

なく、むしろ失われていく危機に直面しているものも多いことを学ぶ。３、自然と人間との共生

のえり方について探る。この３つの段階を設け、じっくりと自然の仕組みや豊かさを認知する取

組から、自然や環境に問題意識育成までのプロセスを重視しています。

また、保育園児が自然保育での重要性につきましては、自然や地域の中で様々な活動は、幼児

期の子供は遊びを通じて人間関係なども学んでいき、大人が干渉し過ぎず、自然の中で思う存分

活動することで子供はたくましく成長するとも言われております。

そこで、自然教育と自然保育の関係から、役場南前庭敷地、村長室の横ですが、を整備し、園

児や小学生が自然と触れ合う広場にすべきであると思うが、考えを伺います。以上です。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） おはようございます。まず、それでは松田議員からの一般質問にお答え

をしてまいりたいと思います。

１点目が、うなばら荘運営の最終判断はということで御質問をいただきました。議員のほうか

らもありましたけれども、うなばら荘は鳥取県西部の市町村の協議により、西部広域の管理の下、

昭和４９年に本村に設置をされました。老人福祉のための貴重な宿泊老人休養ホームということ

で、宿泊の施設として設置をされております。平成６年には全面改築がされ、平成１８年度から

は指定管理者制度が導入され、ええもうなばら福祉事業団のほうで施設運営を行っているという
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状況でございます。

この西部広域でえり方の検討報告がされたということでございますけれども、少し経過を報告

をさせていただきたいと思います。平成３１年２月の西部広域組合議会の定例会において、民間

の売却を含めた検討を行うべきというような指摘があったことから、これまで通常５年間の指定

管理期間で指定管理を受けていたわけですけれども、この検討に必要となる最低限の期間である

令和３年度末までの２年間を指定管理による施設運営を行いながら、その間に令和４年度以降の

この施設のえり方について検討をしていこうということになったものでございます。令和元年の

１０月以降、ええの指定管理期間中に、関係市町村、広域行政担当課長会、副市町村長会、正副

管理者会等で、今後必要となる大規模改修等の将来負担も踏まえ、西部広域構成市町村での財政

負担がなかなか困難な状況下で利活用の方法が検討されてきたというところでございます。

その中で、うなばら荘の今後の利活用に向けた検討に資するために、民間の事業者から広く意

見や提案を求め、新たな施設利用策を見いだすとともに、施設の有効活用の可能性について把握

をするために、サウンディング型の市場調査というのが令和２年の６月から９月にかけて実施を

されました。この調査には４者の事業者から利活用策についての提案があったところでございま

す。このサウンディング型市場調査の結果も踏まえまして、令和２年の１１月にこの検討の素案

が取りまとめられたところでございます。そして、この素案につきまして、我々執行部のほうか

ら村議会のほうにも御説明をさせていただき、また、村民の皆様にも呼びかけをさせていただき

まして、ヴィレステのほうで説明会を開催して御意見を伺ったところでございます。その後の検

討も踏まえまして、令和３年２月の西部広域組合議会の委員会のほうで最終報告がされたところ

でございます。

この最終報告のまとめの部分について、少し御報告をさせていただきますと、３点ございます。

１点目が、老人休養ホームについて、全国的に行政サービスとして運営する自治体が減少してい

ること、老人の需要が低下してきていること、施設の継続運営に構成市町村の大きな財政負担が

必要となることから、うなばら荘による老人休養ホームの運営は、令和３年度末をもって終了を

する。２点目、構成市町村がそれぞれの実情に合わせて主体的に高齢者福祉施策を実施している

ことから、老人休養ホームを共同設置する必要性が低下したため、広域福祉センターの設置及び

管理運営に関する共同処理事務は、令和３年度末をもって廃止する。３点目、運営終了後のうな

ばら荘の土地、建物は、令和３年度中に民間事業者への譲渡等に向けた事務を進め、令和４年度

に譲渡等を行うというふうに３点でまとめられているところでございます。

このうなばら荘のえり方検討につきましては、今申し上げましたように、新型コロナウイルス
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の発生前から検討されているところでございます。ええ、コロナの影響、非常に大きく受けてい

るところではありますけれども、先ほども申し上げましたように、今後の大規模改修等の将来負

担も踏まえ、構成市町村の財政負担等々様々な要因を検討し、えり方を検討してきたところでご

ざいます。

一方で、議員がおっしゃいますように、うなばら荘、４７年間、村民の皆様から愛されてきた

施設でございます。本村といたしましては、引き続きこの温泉が活用され、村民の皆様にも愛さ

れ親しまれる施設であることが重要であるというふうに考えています。ええ、住民投票の実施と

いうのは考えておりませんけれども、時期を見て村民の皆様への説明等も検討してまいりたいと

いうふうに考えております。今後も西部広域ともよく協議を進めながら、村民に親しまれるより

よい施設となるように検討を進めてまいりたいと考えております。

次に、２点目、役場の前庭を子供たちが自然と触れ合える広場に整備してはどうかという御質

問でございます。子供たちが自然に触れて親しんでもらいたいというのは、これは私も全く同感

でございます。この役場の庁舎というのは、平成元年に建てられたものでございます。その後に、

鳥取県の全県公園化構想に伴い、平成３年度に補助金を受け、役場庁舎南側に庭園が整備された

ものでございます。ええでも保育園児が散歩に訪れることもあり、また、小学生も用水路の周辺

に遊びに訪れているところでございます。

先ほど議員のほうから、自然への多様性あるいはこの自然が失われていく危機、自然と共生し

ていくことの大切さ、あと、自然と触れ合うことの重要性について御提言をいただきました。非

常に大事なことだと思います。本村におきましては、非常に自然が豊かに残っているというふう

に考えております。大都会と比較しますと、非常に恵まれた環境の中で子供たちは育まれている

というふうに認識をしているところでございます。この前庭につきましても、え状でも、先ほど

申し上げましたように、自然と触れ合える空間となっているのではないかというふうに認識をし

ております。え状のまま、引き続き適正な管理を行ってまいりたいというふうに考えております。

以上で松田議員からの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 最初に、うなばら荘についての追加質問ですけども、村長はこれ

から村民の意見を聞きながら、聞く機会を設けたいというふうに今言われました。ということで、

ここから私のうなばら荘に対する気持ちを質問させていただきたいと思います。

昨年の１１月に、西部広域のほうからうなばら荘について議会で初めて来られて、その話が最

後通告だったということで、私も本当にショックで怒り心頭でありました。これは、うなばら荘
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の責任は当然あるとは思います。こういう状況になった責任はあると思いますが、私は西部広域

にも責任があると思っております。それを先般に行われた住民説明会の中で、ある方の質問の答

えとして、うなばら荘に対して見通しが甘かったという返答をいただいております。私はこの見

通しが甘かったということが、このうなばら荘の今日のある経営がやばくなったという一つの原

因があるんではないかなと思っております。広域の言われるように、今さら甘かったと言われて

も大変遅いわけですけども、非常にこの辺の回答が、ええかげんっちゃああれですけども、本当

に不対応だなと思っております。

そもそもこの話は、非常に拙速し過ぎて、私の頭の中も大混乱しておりますけども、ただ、冷

静に考えて、うなばら荘が今の状態のままで経営をやっていくことは非常に難しいだろうなとい

うふうな理解はしております。そこで、この間の西部広域のスケジュール表を見ますと、６月に

企業選定のプロポーザルがされるということでありますが、このプロポーザルで企業が全て撤退

したとなったときに、ここで聞くんですが、撤退した後もうなばら荘につきましては、そのまま

閉館するのか、それとも、いや、また続けるかと、どちらなのか、まずそこを伺います。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。松田議員からの重ねての御質問にお答えをいたしま

す。

今、西部広域のほうから示されているスケジュールで、６月に企業の選定を、これ、令和４年

度からの移行に向けての企業選定のプロポーザル方式で提案をしていただいて、そこで検討して

いこうという、企業からの提案を受けて選定をしていこうというようなスケジュール感が示され

ているところでございます。撤退ということをおっしゃいましたけれども、ここで実際に手が挙

がってくるかどうかというのは、まだえ段階では分からないというのがえ状です。

昨年、先ほど申し上げましたサウンディングの市場調査というのを開催をいたしまして、その

中で何社か手を挙げたいというような意向、前向きな提案をいただいたところでございます。こ

のえ段階におきまして、そのプロポーザルの手続がうまくいくのか、不調に終わったのかという

ような想定で、もし来なかったらというようなことは、実際には議論はされてないというのがえ

状でありますが、ぜひこれは民間事業者のほうにも広く情報提供をしながら、多くの提案がいた

だけるようにこれは努力をしていただくような働きかけを私のほうからもしてまいりたいという

ふうに考えております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） それはそうなんですけども、最悪の場合のことも考えとかないけ
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ないのかなということで、そのときには村長どのような考えなのかな。私は、いや、そうなった

ら、もう一遍うなばら荘を再開に向けて頑張りますという答えなのかなと思ったんですけども、

そういう回答でありましたが。

続きまして、先ほど言いましたサウンディングの調査ですね、４社ありましたが、その４社の

中で一番最初に出とった中身がすごく濃い提案があったんで、その提案についてちょっと読み上

げまして、これがどのようなのかちょっとお聞きしたいですが、まず、宿泊部門では、住宅型老

人ホームやサービス付高齢者住宅に変更し活用すると。それから、大宴会場の活用は、介護予防

道場として、温泉に入れることや機能訓練や介護予防体操、認知予防、カラオケ、健康道場の運

営を行うと。それから、小宴会場は、仕事を持っている家庭の子供の託児や保育スペースとして

活用すると。それから、駐車場と中庭は、大山町にあるモンベルと提携し、大山のサイクリング

コースの拠点としたいなど、様々な多くの提案内容でありましたが、誠にまた私にすれば夢のよ

うなすごい提案なんですが、これ、企業さんに大変失礼な言い方かもしれませんが、これだけの

多くのことが本当にできるのかなと。今のうなばら荘でこれだけお客が来られませんので、今大

変な時期なのに、これだけのことをやったらすぐ人が来るんかなと、そういう気持ちが強いんで

すけども、村長、このすごい提案についてはどのように、歓迎といいますか、どのように思われ

ますか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。４社の事業者の方々からサウンディング型市場調査

への提案をいただいたわけですけれども、これは非常に私はありがたい提案をいただいたなとい

うふうに考えているところでございます。様々な内容が提案をされているわけでございまして、

これがやはりその提案をされた方からしてみれば、自分であれば自分が持っているノウハウであ

るとかつながりの中でこういったことができるんではないだろうかという提案をされているので

はないかというふうに、これは推測ですけど、するところでございます。

なかなか、これ、そのまま宿泊にされるのかどうなのかもありますけれども、やはり民間の事

業者がその方の持つ人脈であるとかノウハウであるとかを生かしていただきながらこの施設を有

効に活用していただくというのは、これは非常に我々にとっても大切にしたい観点ではないかな

というふうに認識をしているところでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 私は、あくまでも何かこれは夢のような話で、少し眉唾なのかな

ちゅうような感じもしないわけではないですけども。では、次行きます。
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この間の住民説明会の中で、村長の発言の後半の部分なんですけども、読み上げますけども、

ちょっとこの内容が理解できませんでしたのでお聞きをしたいと思いますが、ええ、日吉津村に

おいても地方創生に取り組んでいるが、これは行政でなく、村民の皆様や民間の力を借り入れな

がら協働で進めていくことが、地方創生を前に進めていく原動力になると考えていると発言され

ました。この発言はどのような気持ちなのか、考え方なのか、ちょっと教えていただきたいなと

思いまして質問します。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 先ほどお答えをしましたことともつながってくる部分が多いかと思いま

すけれども、まず協働ということに関して私の認識を申し上げますと、村民と行政の協働という

のもあるかと思いますけれども、ここにやはり民間の企業も一緒に加わって、それぞれが得意分

野を生かしながら物事を成し遂げていくということが協働であると私は認識をしています。なの

で、ここにはぜひというか、もし可能であれば民間の方にも参加をしていただいて、行政も民間

も村民の皆さんも一緒になってこの新しいうなばら荘をつくっていく。

そして、地方創生の理念というのもこれ通ずることがあると思っています。やはり地方創生で

も、行政だけではなくて様々な主体、民間の企業さんにも参加をしていただいてということがこ

れ基本的な考え方になっていますので、本村で行っております地方創生の委員会もやっておりま

すけれども、これも村内の事業者様にも参加をいただく中で、この日吉津村の地方創生をどうし

ていけばいいんだろうかというような議論をさせていただいているところであります。

今、申し上げたような視点から、地方創生であり協働のむらづくりにつながっていくのではな

いかということで御発言をさせていただいたところでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） よく分かりました。ありがとうございます。

次に、これも村民集会の中で出た意見なんですが、これ村長も聞いとられて、たしかそれに答

弁されたのかなと思いますけども、その中の発言で、指定管理を含めた経済的な効率で、安くて

もうけだけを考えているだけでは地域の施設として思いは届きません。今後もこの考えを大事に

していただきたいことと、この施設を造られた諸先輩の思いが多くあり、老人の保養施設は皆様

が愛して今日があるので、しっかりと次に伝えていくことが責任であると発言されたと思ってお

りますが、村長、この言葉思い出していただきまして、どのような受け止め方なのかちょっとお

聞きをしたいなと思います。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。
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○村長（中田 達彦君） 村長でございます。１１月に行いました説明会でそのような御発言いた

だいたことは、私もよく覚えております。このうなばら荘というのがええの位置にできたという

経過を考えてみますと、やはり先人の皆様方がこの日吉津村に温泉を掘って、そして、老人の福

祉の施設を造っていこうというようなところが出発点ではなかったのかなというふうに認識をし

ているところであります。その中で、この温泉という資源も生かしながら、西部広域の組合の中

でうなばら荘というのを設置をされて、これが運営されてきたということでございます。非常に、

本当に４７年間ということで、ずっと日吉津村の皆様から愛されて親しまれてきた施設だと思っ

ています。これは、今後のことを考えるに当たっても、絶対に揺らいではいけない部分だという

ふうに考えています。やはり日吉津村としては、先人たちが造ってこられたうなばら荘、温泉は

ぜひ活用をしていただきたいというふうに考えていますし、また、引き続きまして、どのような

提案になってくるのかというところはありますが、村としてはやはり村民の皆様から親しまれる

ような、愛されるような施設にしていかないといけないというふうに考えております。以上でご

ざいます。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） よく分かりました。

次に、うなばら荘が民間企業になった場合のことについてちょっと質問したいと思いますが、

サウンディングの説明会の中でも雇用についての話です。うなばら荘の職員の雇用についての話

なんですが、なるべく優先的に雇用したいとか、日吉津の方は優先して雇用したいとかというふ

うには企業のほうは言っておりますけども、この雇用に対して村行政としてはどのように対応し

ていかれるのか、どういう考え方なのか、ちょっとお聞きをしたいなと思います。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。雇用のことに関しましては、うなばら荘のえり方検

討がいろいろ会議が重ねられてきたわけでございますけど、この中でも我々としては第一に優先

をしていただきたいというふうにこれ申し上げて、ずっと続けてきているところでございます。

そういったことも受け止めていただきまして、雇用をしっかりと確保、継続していくというよう

なことはこの報告のほうにも記載をしていただいているというふうに認識をしておりますので、

ぜひここは今後も確保がされるようにというふうなことは申し上げ続けていきたいと考えており

ます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） ぜひともそういうふうによろしくお願いをしたいと思います。
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それから、昨年だったかな、総務課長が、私、うなばら荘魅力向上検討会の委員になって、１

回やったら、その後解職しますよという書面が参りましたが、私も委員会入っておっていろんな

団体から集まった本当にすごい魅力向上検討会、本当魅力向上、最高の検討会だなと思って期待

しておったんですけども、これ、１回でやったら何かいきなりあなたはもう辞めてください、辞

めてくださいってわけじゃないですけど、というような通知が来まして、非常に会議の中でも本

当にいい中身の言葉が、発言があって、これはうなばら荘期待持てるなというふうに思っとった

んですが、先ほど言いましたように１回で終わっちゃって、その辺をちょっと総務課長、一言釈

明をしていただきたいと思いますが、どうなんでしょう。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 松田議員の御質問にお答えします。当初、２月１９日に第１回目を

行いまして、様々な意見をいただきまして、採用できるものについてうなばら荘のほうで工夫し

ていただいたりしたところであります。２回目を４月以降開く予定でおりましたけども、ちょう

どコロナがスタートしたところで、なかなか集まりができないという中で、このえり方検討のほ

うが徐々に進み出しましたので、解職の前に村長と協議をしまして、なかなか魅力向上の部分だ

け進むということにはならないということで、残念ながら会がなかなか持てないということで解

職をさせていただいたということでありまして、本当でしたら引き続きやっていきたいという思

いはありましたけども、こういう状況下の中でできなかったということで大変申し訳なく思って

おります。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） この会議、委員会やったが２月でしたかね。すると、３月はまだ

コロナが蔓延ってじゃないけど、まだまだ４月頃からだと思いますけど、３月頃にやっといても

らやあ、まだ、なおかついい意見が出たように思うんですけど、どうしやあもないです、１回で

終わっちゃったから、本当はまだ言いたかったんですけど。

それから、うなばら荘最後の質問なんですが、先ほど言いましたように、４７年間も続いたう

なばら荘でありますけども、少なくとも村民の中にはうなばら荘を誇りに思ってる方も多数おら

れると思うんですけども、先ほど村長の答弁の中にも指定管理者の管理は、当初１０年というふ

うな、あれは村民集会の中で総務課長が言われたのかな、１０年間継続していく方向だったのが、

いきなり２年に指定管理がなっちゃったと。この辺については、いろいろ理由はあると思うんで

すけども、大きな理由って何ですか、総務課長。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。
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○総務課長（高田 直人君） 松田議員の御質問にお答えします。以前にも説明をさせていただき

ましたけども、平成２４年、２５年にえり方検討というのが１度ありまして、２６年でうなばら

荘の借金が終わるという中で、２７年度から１０年間、日吉津村にうなばら荘の指定管理を行っ

ていくというえり方検討で方向性が決まったと。その最初の５年間、２７年度から３１年度まで

をまず指定管理ということで受けてやってきたわけでして、その中で、先ほど村長からもあった

ように、平成３１年２月に西部広域の定例会のほうで民間の売却を含めた提案っていいますか、

そういうことがなされて、改めてえり方を検討していかないといけないという中で、当初は２７

年から１０年間を２億 ０００えの年持管理年を利用しないといけないということで、指定管理

料が１年に ５００え、定料ということで決まって、５年間指定管理を受けたんですけども、そ

の後、このえり方検討する中で、今後１０年後には、要は令和６年度には大規模改造ということ

で、大きな負担が出てくるという中で、このえり方検討していく中で、方向性を決めるのに５年

間の指定管理というよりは２年間の指定管理の中で協議をしていくということで西部広域のほう

で決まりまして、指定ということでうなばら荘が今までの経験を踏まえて２年間の指定管理を受

けたということでありますので、そういう理由で、当初は残りの５年間という予定でしたけども、

この２年間の中でえり方検討進めていくという中での２年間でございますので、御理解をいただ

きたいという具合に思います。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） そこは理解するにしてもなかなか難しい部分でありますので、一

応２年だということでなったんで、それはそれでどげしようもありませんので、次行きます。

次、役場の敷地の関係でありますけども、私はこの質問をしたのは、小学校のＰＴＡ役員して

おる、これ何十年も前のことなんですけども、当時、泊小学校が新しい給食室ができたというこ

とで、日吉津のＰＴＡ役員で視察へ行ったんです。行ったら、本当にその当時の給食室ですごく

近代的な給食室、それで裏は山、林なんです。そういうところで子供が給食しているところを見

学しながら、それから給食終わったら、即、子供は裏山で走ったり木に登ったりなんかしながら

遊んでまして、その後、子供が教室から出てきたんです。そしたら、木の下に学習道具を持って

勉強し始めたんですね、その木の陰で、下で。それを日吉津小学校のＰＴＡ役員は、これはすご

いぞ、これが本来の子供教育だっちゅうようなことで、がいに燃えまして、帰ってから当時の村

長に、何とか日吉津へ山と林を造ってくれと言ったんですけども、結局できなかったんが経緯な

んです。それで私は、ふっと思ったのが、役場の裏の前庭に敷地があって、ここを子供やちの自

然と学ぶ場所にして、それから今言ったように、夏にかけては大きな木の下で勉強できるような、
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自然の中で勉強できるような施設にしていただいて、そこで村長が窓を開けて、子供に、しっか

り勉強せえよと一言でも言えば、子供は本当に自信になるんじゃないかなということからこの提

案をさせていただきましたので、ぜひともこれはえ状のままでいくというふうになりましたけど

も、だけども本当にそういうところを造れば子供は最高の勉強の場所になるんかなというふうに

思ってますが、村長、改めてどうでしょう、この回答。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。これはいろいろな考え方があろうかと思います。私

の考えを申し上げますと、やはり見に行かれた泊村ですかね、泊のほうではそういった山があっ

て木があってという自然環境に恵まれている、これを生かしてそういった施設を造られたのでは

ないかなと推察するところでございます。

日吉津村におきましては、え状としてそういった自然の山というのはないわけでございまして、

その代わりに芝生もしっかりやっていただいてますし、また自然環境ということになるか、田ん

ぼであったり、畑だったりというところに非常に恵まれているところだと思っています。こうい

った中で、小学生は田植をしたり芋掘りをしたり、いろいろな体験をさせていただいているわけ

でありまして、こういったことがやはりこの日吉津村の地元の自然を勉強して愛していくという

ようなことにつながっていくのではないかなというふうに考えています。考えはいろいろあろう

と思います。これ、整備をして、そういった森にも親しむという考えはあろうかと思いますけど

も、ええのところではやはりこの日吉津村のある自然であったり、この豊かな環境を学んでほし

いなというふうに考えています。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 何か根本的に村長と考え方違うなと思って今聞いていましたけど

も、それはそれでまた今後のあれとしてですけども。

村長室の隣の敷地の中に、敷地と通路についてですけども、敷地の中に通路もありますが、こ

れは役場が新庁舎になったときに造られたと思うんですけども、この敷地と通路は避難通路とし

て造られたのかどうなのか、これはどういう経過で造られたのか分かりません。これ、分かる方

はおられますか。（「避難」と呼ぶ者あり）いやいや、避難通路としてなのかなと思うんです、

私が思っとるのはね。これは何のため、石垣で造った通路が途中から造ってあって、途中までし

かありませんが、これ非常に邪魔になるんですけども、どうなんでしょう、あれは。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 松田議員の御質問にお答えします。先ほどもあったように、全県公
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園化構想で庭にしたということで、その当時はそういう庭が通路をつけたりとかそういうものだ

ったんじゃないかなということで、必要で、通り道ということで造られたんじゃないかなという

具合に思います。詳しいことはちょっと分かりませんので、そういうお答えになりますけども。

以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） そげに分からんもんは早急に取ってください。邪魔で、あれ通路

じゃないでしょ、途中から通路があって、途中で終わっとるでしょ。本当に邪魔なんですよ、あ

れ、段差があって。あれ子供が転びますよ、けがしますよ。早急に考えてください。

それから、今、村長、子供、日吉津村では自然がたくさんあると言われましたけども、当初ヴ

ィレステができる前には、御存じのように、先ほどあった裏山がありました。そこで子供は結構

遊んでました。だけん、子供って小学校の遊具のとこにも岩の山がありますが、本当にあそこに

山があって、たくさん子供たちが遊んでましたし、やっぱり子供は山とそういう草木がいいんだ

なと思ったんで、ヴィレステができるときに、前村長に、ヴィレステを造るときにはこういう広

場を造ってくださいと言ったら、分かりましたかどうだか知らんだけど、見てみたら、ちょうど

入り口の芝生のモニュメントがある山だけだ。あれでは、それじゃあ、そのモニュメントに乗っ

ちゃいけませんって書いてあるわけでしょ。子供はあそこ乗っちゃいけません、ならどこで遊ぶ

んですかっていうことになっちゃって、非常にその辺のことが心残りなんですけども。本当に日

吉津村は、田んぼはたくさんあります。でも、田んぼで子供遊べっちゅうわけにならないんで、

本当に昔のヴィレステができる前のああいうような広場とか山とかが本当に必要だと思うんです

けども、どのように思われますか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。重ねての御質問です。ヴィレステのほうも今モニュ

メントがあって山があって、大山のほうがよく見えるようにステージができているわけですけど

も、子供たちここで非常に、私も帰りとか見ますとにぎやかに遊んでいるというふうに見ている

ところです。議員おっしゃいますように、山であったり森であったりという環境が必要だという

お考えも十分理解できるところではありますけれども、ええのヴィレステは今の状態でこれは子

供たちも遊べるし、非常に立派な施設だと思っています。

また、前庭につきましても、冒頭の答弁で申し上げましたように、こちらも保育園の子供たち

が来たり、小学生が川に来たりということで遊んでいますので、そういった中で遊べるというよ

うな環境にはあるのではないかなというふうに認識をしています。以上です。
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○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） なかなか村長とかみ合わないところがありますので、教育長、ち

ょっと教育長に、教育的観点からちょっと質問をしたいと思いますが、時間がなかなかありませ

んのであれですけども。

まず、豊かな自然体験の考えについて記述がありましたので、そこをちょっと引用して読み上

げますので、教育長も当然同じ考えだと思うんですが、ちょっと補足説明でもあったら伺いたい

と思いますが、言葉を豊かにし、想像力を高めていき、体験の豊かな子供の文章は、生き生きと

した表え力やコミュニケーション能力が高いと言われ、体験の貧弱な子供の表えは、抽象的で訴

える力が弱い傾向にあると言われていますが、こういう文章なんですけども、教育長も同感でし

ょうか、それとも何かあったら、同感と思いますけども、何か補足説明でもありましたらお願い

できますか。

○議長（井藤 稔君） 教育長、指定答弁者にはなってませんけど、もし、できますか、答弁で

きますか。

なら、井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 松田議員の御質問いただきましたので、所感的な内容をお話しできた

らと思います。

豊かな自然体験が、最終的には表え力やコミュニケーション能力、生きた言葉につながってい

くという御指摘だったと思います。自然のいろんな営み、見て、気づいて、感動したり共感した

りして心の言葉が出てくる、これとても大切なことだと私も思います。

同時に、自然の営みに気づくためには、学校教育の各教科等々の勉強も必要だろうというふう

に思います。なぜそういう自然の営みが起きるのかということを理解したり、解釈したり、自分

なりに考えて、その結果、言葉が出てくる。言葉は知識が基になって、知識を理解して、知識と

知識を結びつけて思考力を働かせて、最終的に表えになるということで、自然体験と教科の学習

とを両方バランスよく学んでいく必要があるのではないかというふうに考えているところでござ

います。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 最後になりますが、これ、総務課長、ちょっとお聞きしますけど

も、自治会に、これちょっと遊びの関係で自治会に、広場にあります遊具ありますが、自治会の

広場に。これ、遊具については、これは当然、最初は行政のほうが設置されたんだなと思うんで

すけれども、この後の遊具の整備や安全確認やら、それから、そういうことにつきましては、行
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政は一切関知しないなのか、それとも行政が関知するのか、どうなんでしょうか。ちょっと教え

てください。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 松田議員の御質問にお答えします。修繕等について、各自治会でお

願いしておりますし、コミュニティの助成金等を使われて修繕をされてる自治会もありますので、

そういう形でお願いをしたいという具合に思います。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） なら、整備や安全点検についても自治会のほうでやるわけですね。

ああ、そうですか、そうなんですか。そうですか。はい、分かりました。

いろいろと多岐にわたって質問しました。ありがとうございました。以上で終わります。

○議長（井藤 稔君） 議席番号８番、松田悦郎議員の一般質問を終わります。

○議長（井藤 稔君） 続きまして、議席番号７番、前田昇議員の一般質問を許します。

前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ７番、前田です。一般質問を、議長の許可をいただきましたので、

させていただきます。

コロナの中で、何かと不自由なことがこの１年間続いているわけですけれども、コロナ禍だと

いう中で、あまりお宅に閉じ籠もったり、人との出会いを極端に避けたりするっていうのは、今

後のためにはどうなのかというふうに私、個人的には思っておりますので、感染予防に努めつつ、

やっぱり人とのつながりは大事にしたいというふうに思いますので、お互いに努めてまいりたい

と思います。

今回、私が通告しておりますのは、大きく２点の質問を通告しております。１点目は、総合計

画とＳＤＧｓについての質問であります。２点目は、民俗資料館が取り壊されるわけですけども、

その民俗資料の保存活用と村誌に関する今後の方針についてお聞きをしたいと思っております。

まず、大きな１点目の総合計画とＳＤＧｓであります。私、昨年も２度ほど一般質問で総合計

画の策定について質問をしてきております。これがええ、今年度まで使用されてきた総合計画で

ありまして、基本構想というものは、１０年間の村政並びにむらづくりの基本として、上位の計

画として使用されてきたものであります。これが新年度から１０年が始まるということで、昨年

の３月議会あたりから村民の皆さんの声を十分考え、あるいはお互いにこれからのむらづくりを

しっかり議論し尽くして総合計画をつくっていただきたいというふうに訴えてまいりました。今
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回、この３月議会にその素案が提示されておりまして、総合計画については議会の議決を行うと

いうことのルールになっておりますので、提案がされておりますので、最終日にはこの素案を、

基本構想を議会として承認するかどうかと、そういうふうに議論になるかというふうに思います。

少し前置きが長くなりましたが、総合計画につきましては、今回つくりますのが第７次の総合

計画ということで、その基本構想については、経過を伺いますと、昨年来、主に役場職員の検討

によって主要な内容がつくられて提案されているということであります。ただ、率直に言いまし

て、そのまとめは従来よりもかなりスリムになっておりまして、さらには、その内容もやや抽象

的なんではないかなというふうに私は理解をしております。そういった点を踏まえて質問をする

わけですが、その中には国が進めます地方創生総合戦略というものがありまして、この総合戦略

もこの総合計画に足並みをそろえてつくろうということで、今回、その総合戦略というものも議

会のほうにつくったものが報告をされております。総合計画の中にも国が進めます総合戦略の内

容が多少書かれているわけですが、そこにはＳＤＧｓの関連が書かれてありました。

長くなりますが、ＳＤＧｓは何ぞやということになるかと思うんですが、これは２０１５年に

国連で全加盟国が賛同して決定された、２０３０年までの世界の目標というふうなものでありま

す。こういうロゴがよく最近新聞なんかにも登場していきますが、これは世界が使う共通のロゴ

でありまして、ここの中に１７項目あるんですが、要はこれが大きな意味での世界の目標だとい

うふうなことで、今、日本のみならず各国でこのＳＤＧｓの実践ということが模索され、取り組

み始められております。その内容は、なかなか横文字でありますし、我々も含めて十分な理解が

一気にはできないわけですが、例えば環境問題が非常に大きな問題になっているのは、もう既に

御案内のとおりでありますが、例えば地球の持続可能性とか、それから、生態系を守るというふ

うな環境問題を守るためには、単にその問題だけではなくて、各国の例えば貧困の問題ですとか

差別の問題ですとか、あるいは社会の仕組みのひずみのようなものですね、格差の問題とか、そ

ういった問題を克服していかなければ、結果的に地球の持続可能性は守られないというふうな意

味合いで、発端は途上国の貧困とか環境を守るということでありますが、それは先進国において

も大量生産、大量消年のような、今までの生活そのものを大きく変えていく必要があるというこ

とで、それが２０３０年までにここまでは変えようという目標が立っているわけですね。菅総理

なんかも２０３０年を目指していろんな取組を行うというふうに国会で述べているわけですが、

それは日吉津村においても、日吉津村ながらにその実践をする必要があるということなんで、こ

のＳＤＧｓの言葉の皆さんへの紹介も含めて、この総合計画とともに村民の皆さんに啓発をして、

一緒に考えていく必要があるというふうな考え方であります。その辺のさわりについては、今回
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の素案にも多少は書かれておりますが、そういった問題を十分実践をしていくためには、何か工

夫が必要なんではないかというふうに思っておりまして、そういった観点で４つの点を具体的に

伺っております。

まず１つは、今回の第７次総合計画の基本構想の中に３つの理念が決められております。その

うちの１つに挑戦という理念があるわけです。ほかには健康、それから、共に働くという協働で

すね、健康、協働、挑戦という３つが、今後１０年間の日吉津村の基本の理念ということで提案

されているわけですが、この中の特に、例えば挑戦ということについて、挑戦をするということ

はすばらしいと思いますが、一体、具体的には誰が何に挑戦するのか、そういったところについ

て御紹介をいただきたい、御答弁をいただきたいというふうに思います。

それから、２点目は、基本構想の中においてはいろんな課題があるわけですが、例えば村の農

業振興と農地保全という、どのように位置づけてそのバランスを取るのか、そういった点でのこ

の総合計画基本構想に対する方針化はどのようにされているのかということであります。

それから、先ほど言いました３点目ですが、２０３０年までの達成を目指すＳＤＧｓについて、

本村がいかに取り組むか、その総合計画にどのように盛り込んで、村民の方との共通理解を図っ

ていくかということが３点目。

４点目には、具体的にＳＤＧｓに関連する、特に役場の各課でその目標と関連の深い施策、事

務事業を上げてほしいということで、例として挙げていただいたわけですが、今朝、ペーパーで

一応各課の施策が上がっておりますので、これについても後ほど多少御質問させてもらったらな

というふうに思ってます。

以上が大きな１点目です。総合計画に関する質問であります。

２点目は、民俗資料の保全活用と村誌編さんということでありまして、御案内のように保育所

を中心とします新しい子育て施設が今後建つわけですが、それに先駆けて、この間あった民俗資

料館が取壊しになります。その資料については、民俗資料館は新しい複合施設に一緒に入るとい

うことになっているわけですが、そのスペースだけでは保存あるいは公開が十分でないというこ

とで、昨年の１２月の補正予算によりまして、民俗資料を保管し公開するためのもう一つの施設

を造るということで、 ０００えほどの工事年が昨年１２月に補正で決定をしております。そう

いった経過の中で、従来の民俗資料館が取り壊されて、新しい複合施設と、それからもう一つ新

しい展示保管施設が２か所に移されるわけですが、今後の民俗資料についての収集とか保管、あ

るいはその展示、公開について、２つの施設をどのように分類分けされて活用される方針なのか、

それについて伺います。

－１８－



それとあわせて、日吉津村の村誌編さんから既に３５年ぐらいたっております。これは、日吉

津村の１００周年のときの記念事業の１つとして取り組まれたものですが、当時の各世帯には上

下巻、大変分厚いものの上下巻が配布されております。その後に転入された家庭には、あるいは

届いてないかもしれませんが、非常に中世の頃からの膨大なものでありますので、大変大きな力

作が当時できておりますが、今回伺っておりますのは、その３５年をたった村誌について、続編

といいますか、第２巻というものを少し考えながら準備に入る必要があるのではないかというふ

うな提案であります。将来の続編の編さんを見据えた資料の保全、整理などに着手すべきと思う

が、いかが考えかということであります。これについては、やはり役場の中にたくさんの資料が

保管されておりますので、そういったものを一定整理をしたり、関連資料を集めるというふうな

作業というのは、今、何年に続編を作るということではなくて、そういうものをきちんと整理し、

残しておくっていうことは、いずれにしても必要なんではないかという観点で、こういった質問

をさせていただいております。

以上、大きな２点につきまして答弁をいただいて、また議論をしてまいりたいというふうに思

います。以上です。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 前田議員からの一般質問にお答えをしてまいります。まず、大きな１点

目として、総合計画とＳＤＧｓについてということで御質問をいただきました。その中で、１点

目の質問として、基本構想に書いている３つの理念の１つとして挑戦というのがあります。これ

が一体、誰が何に挑戦をしていくのか説明をという御質問でございます。この基本理念の１つに

挑戦というのを掲げましたのは、これは、これまで村をつくり上げた先人たちが進取の気性を発

揮し、苦難を乗り越え、豊かな村としての発展につなげてきてくださったという思いを基に、こ

れを掲げています。先人たちが積極的に新しいことに取り組んでいこうという気概の下で、工場

誘致であるとか、商業施設の誘致、環境整備、子育て施策の充実などに取り組んでこられたから

こそ、ええの日吉津村があるものと考えております。これからも村民の皆様と行政が協働をしな

がら、様々な課題や政策に向かって挑戦を続け、課題を解決したり、むらづくりを進めていくこ

とが必要であるというふうに認識をしております。例えばということで、具体例を少し申し上げ

ますと、この総合計画の序章のほうに、背景というかえ状認識を記載をしているところでありま

すけれども、近年、大規模化する災害であったり、あるいは全国的に進む人口の減少であったり、

あるいはええ、私たちの目の前にあるコロナへの対策であったり、こうした我々がこれまでに経

験したことのないような状況というのも生まれてきているというのがえ実であろうかなというふ
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うに考えております。こういった様々な諸課題に対しまして、村民の皆様と行政が協働で取り組

んでいくと、課題解決を図っていくということが、この挑戦に込められた意図というか、意思と

いうか、ということで掲げさせていただいております。

２点目でございます。基本構想において、村の農業振興と農地保全をどのように位置づけ、方

針化されているかという御質問でございます。この日吉津村の豊かな自然環境であったり、先人

の努力により開かれた農地、美しい田園風景を次世代につないでいくということは、私たちの大

きな役割であるというふうに認識をしております。基本構想の中では、政策の３番まで大きく３

つに分類をしておりますが、政策の２の中で、そうした環境の保全を図っていくということとし

ています。また、政策３において、農業をはじめ商業、工業、観光など産業経済の振興、持続可

能なむらづくりを目指すこととしております。

農地には多面的な機能があり、本村の豊かな生活環境の年持に欠かすことのできないものであ

るというふうに認識をしております。荒廃地化しないように、適切な利用や保全を図っていく必

要があると認識しています。農業の課題を考えてみますと、後継者の不足であったり、あるいは

農地や用水路、後継者不足に伴って、農地や用水路の年持管理がえらくなってきていると、様々

な課題があるように認識をしております。こういった課題に立ち向かっていくために、今後の日

吉津村の農業、農地がどうあるべきか、昨年、日吉津村の農業未来会議というのを立ち上げまし

た。この会議の中で農業の将来ビジョンというのを作成をして、農業の基盤強化、生産性向上を

図るとともに、様々な多様な担い手の育成確保を図り、持続可能な農業を目指してまいりたいと

いうふうに考えております。

次に、２０３０年までの達成を目指すＳＤＧｓについて、本村がいかに取り組んでいくか、総

合計画にどのように盛り込んで、村民との共通理解を図っていくかという御質問でございます。

総合計画におきまして、本村のむらづくりの指針、これは、総合計画は本村のむらづくりの指針

となっていくものと認識をしておりますが、この中で本村の目指す将来像を定めています。これ

は、みんなでつくる元気な村、住み続けたい日吉津村というふうに掲げているところでございま

す。先ほど議員からもありましたけれども、総合計画が非常にスリムになっているというような

御指摘をいただきました。なるべくこの将来像についても、みんなに分かりやすいというような

ことを心がけて、このみんなでつくる元気な村、住み続けたい日吉津村というのを掲げさせてい

ただいております。また、スリムになっているというのも、できるだけシンプルにしていき、対

応を考えていくということでスリムにしているものでございます。

この中で、様々施策があるわけですけども、その施策の方向性というのは、そのスケールは違
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うものの、ＳＤＧｓの理念と重なってくるものというふうに考えております。今回の総合計画に

おきましては、このＳＤＧｓの１７の目標を基本計画の中の基本事業ごとに関連づけています。

ＳＤＧｓというのは、これ世界規模の目標やターゲットでありまして、本村においてはまだ身近

な問題として認識をされていないというような状況もあろうかと思いますけれども、この総合計

画を進めていくことが、ＳＤＧｓの達成に向けた取組にもつながっていくというふうに考えてい

るところでございます。各担当課でも１７の目標などを確認をしつつ、事業展開を図っていくと

ともに、村民の皆様にも周知を図ってまいりたいというふうに考えております。

４点目としまして、ＳＤＧｓの目標やターゲットと関連が深い各課の事業を示すようにという

ことでございます。議員のほうには資料を配付をさせていただいております。今回策定の基本計

画において、先ほど申しました基本事業ごとにＳＤＧｓとの関連を示しているところでございま

す。今後ですけれども、さらに詳細な実施計画というのを作成をしていく予定にしております。

その中で実際の事業であるとか、そのＳＤＧｓの関連性についても、具体的には検討していくこ

とになろうかと思いますけれども、例として幾つか申し上げたいというふうに考えています。

別紙の配付資料のほうでは、先ほど農業の話がありました。一覧表では、上から５番目になり

ますけれども、がんばる地域プラン事業というのがあります。これは、日吉津村の農業を持続可

能なものにするために、日吉津村農業未来会議において農業の将来ビジョンを作成し、具体的な

取組について、がんばる地域プラン、県の事業の関係になりますが、これを活用して実行してい

こうというものでございます。ＳＤＧｓの目標では、２番目の飢餓をゼロに、それから１５番目

の陸の豊かさも守ろうというようなあたりにつながってくるのではないかと考えています。

次に、一覧表では一番上になりますけれども、人権・同和教育のところでございます。概要と

しては、誰もが学び、人権を大切にする地域づくり、地域・学校教育・福祉と連携し、地域に対

しての意識啓発を図っていくというような事業です。ＳＤＧｓの目標では、４つ目の目標、質の

高い教育をみんなに、５番目の目標、ジェンダー平等を実えしよう、１０番目の目標、人や国の

不平等をなくそう、１６番目、平和と公正をすべての人になどが関わりが出てくるのではないか

と認識をしています。

次に、一覧表３番目の廃棄物処理でございますが、ごみの減量化とリサイクルを推進し、環境

に優しい社会を目指すことでございます。ＳＤＧｓの関係では、１２番目のつくる責任つかう責

任、１３番目の気候変動に具体的な対策を、１４番目の海の豊かさを守ろう、１５番目の陸の豊

かさも守ろうなどにつながってくるのではないかというふうに考えているところでございます。

そのほかにも資料のほうには掲げておりますけれども、ここでは紹介は以上とさせていただきた
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いと思います。

次に、大きな２番目で、民俗資料の保全活用と村誌の編さんということで御質問いただきまし

た。ええ、複合型の子育て拠点施設の設計の作業中でございますが、今回の令和３年度の当初予

算にこの整備年用、工事の年用というのを予算に上げさせていただいているところでございます。

それに伴いまして、ええの民俗資料館については解体をして、新しいところに入っていくという

ことでございます。このええの民俗資料館でございますが、農具、それから漁具、綿の栽培、養

蚕、生活用具のコーナーに分けて展示をしてございます。見学は事前申込みが必要ですが、ふれ

あいフェスタの開催等に併せて開放をしているところでございます。また、小学校の３年生が社

会科、昔の道具と暮らしの単元の中で、授業の一環として資料館を活用して、昔の道具を体験し

たり、間近で話を聞く機会を通して、より深い学びにつなげているところでございます。これが

新しい施設になったときに、どういった考え方で展示なりをしていくかという御質問でございま

す。

１点目は、この複合型の拠点施設のほうに入ってまいります児童館、それから資料館棟のほう

に展示スペースということで設けていくわけですが、この中で展示、交流、体験のコーナーを設

けることによって、地域の歴史、文化を利用者同士で共有をし、生まれ育った地域に誇りを持つ

子供を育成する機会をつくっていく場にしていきたいというふうに考えております。ええも展示、

保管がしております様々なものがあります、踏み車や大八車、唐箕等々の農具があります。こう

いったものなどで子供たちが体験をしたり、村民の方に教わったりということをしていく中で、

この日吉津村の歴史や文化に親しんで、日吉津村のことを考える子供たちを育てていきたいとい

うふうに考えています。

もう１か所の陶芸倉庫棟ということでございますけれども、こちらにつきましては、展示スペ

ースのバックヤードとして位置づけをし、民俗資料を収蔵、保管をしていく予定としています。

また、利用者からの要望に合わせて、陶芸倉庫棟内の民俗資料も見学できるように通路を確保し、

資料棚を配置し、見学案内は必要に応じて担当の職員が行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

次に、将来の村誌編さんのため、村としての資料等の保全、整理の方針についての御質問でご

ざいます。この資料の保存であったり整理というのは非常に重要で、後世に残し、伝えていくべ

きものだというふうに認識をしております。ええの資料館でございますけれども、これが開館し

たのが昭和５５年ということでございますが、開館以前の昭和５２年の６月頃から、村民の有志

の方たちが民具の収集を開始をされ、日吉津村の産業や生活文化の歴史を学ぶための施設として、
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昭和５５年の１１月に開館をしたものでございます。収蔵してある資料は村内から集められた農

具や民具が中心となっています。平成１９年度に民具調査というのを実施をいたしまして、資料

館内に保管されている資料が総点数で ３３０点であることを確認をしています。この民具調査

というのは、村の教育委員会と県の県史編さん室が共催をして実施をしたものでございます。こ

こで、この取組により資料館内の資料につきましては整理がされているというのがえ状でござい

ます。それとあわせまして、村内の資料のデータベース化につきまして、村広報誌あるいは１１

３チャンネルの番組について、このアーカイブス化を実施をしているところでございます。また、

旧の村の広報誌についても、今後データ化をしていく予定としております。

先ほど申し上げましたように、民俗資料館の資料につきましては整理済みということでござい

ます。そのほかの村内の資料につきましても、随時データベース化などによって保全整理を進め

ていくというふうに考えているところでございます。

最初のお答えに戻りますけども、この新しい施設の展示と、新しい施設の中での展示とか、あ

るいは体験などを通じて、子供たちに歴史や文化を伝えていくということが、一方で保全や整理

をしながら、こうした取組も通じて伝えていくということが大事なのではないかなというふうに

考えているところでございます。

以上、前田議員からの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ありがとうございました。時間が少し、多分足りないと思ってま

すので、２点目のほうについて、先に１つだけ確認をしておきたいと思います。

民俗資料の保全活用と村誌編さんということで、今、村長のほうから、村誌のほうについてデ

ータベース化というお話があったんですが、そのことは承知しておりますが、私が特に今、危惧

してますのは、やっぱり村誌といいますと、この間の歴史をどう記録に残すかということであり

まして、例えば合併問題の前後とか、あるいは企業というかショッピングセンターの誘致の前後

とか、それがその後、日吉津村の例えば区画整理によって世帯が増えたこととか、そういったこ

とっていうのは、映像の資料等も、それは分かりやすくていいんですけども、そういったことを

きちんとどこかで整理して、少なくとも残しておく作業をしないと、そういったものがないと、

誰もそれをまとめられないっていうことになるわけで、要は役場の保存資料につきましても、よ

ほどでない限りは１０年たったら廃棄してしまいます。役場の永久保存資料と、いわゆる歴史を

ひもとく資料とは、やっぱり性格が異なるわけで、むしろ毎年でも廃棄するような資料の中に貴

重な歴史資料があるわけですね。例えば、本当に、例えば普通のプリント写真ですとか、それか
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ら、昔の何か会議したときの議論の議事録とか、そういったことが多々あると思いますので、あ

るいは各自治会の公民館も相当老朽化しておりますが、当時、毎年のように皆さんの浄財を集め

るような形で造られておりますので、私が特に求めていますのは、そういったことがある程度分

かる時期に、とりわけ役場の中に、書庫にある資料を拾い出して、貴重なものはある程度収集し

ておかないと、そういう村誌につながるようなものが廃棄されてしまうんではないかというふう

に感じているということです。

それと、それについて一言答弁いただきたいんですが、もう一つ、民俗資料が今、２か所の問

題でありますが、主には複合施設での体験、交流ということでありますけども、これもつながっ

てまして、結局、民俗資料について十分見る機会のない村民、村の家庭が増えてますので、世帯

が増えている中で、子供たちは限られた時間、学校の体験でやるけども、一般の村民の方が果た

して日吉津の歴史を振り返る、そういう民俗資料を見る機会があるかっていうと、なかなかえ実

的にないということでありますので、やはりここはもう少し具体的に、いわゆる複合施設の中を

どのように公開して、単に見たっていうだけじゃなくて、ふるさと学習の場といいますか、それ

は大人も含めた、そういう場をつくることによって、結果的には日吉津の誇りある日吉津づくり

であったり、日吉津に転入してきた方々が日吉津に愛着を持っていただく大きなきっかけになる

というふうに思いますので、その辺についての基本的な村長の今後の考え方を２点お聞きしたい

と思いますので、よろしくお願いします。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 前田議員の御質問にお答えします。村誌の関係ですけども、今言わ

れたいろいろな資料ですけど、まだどういうものをそろえたらいいのかということも含めて、保

存年限は規定に沿った形でやってるんですけども、今言われたように１年でそういうものがある

ということもあるかもしれません。村誌を編さんする場合には、やっぱり専門的にちょっと室を

つくるなり、そういう体制整備もしていかないといけませんので、その辺りも含めてしっかりと

検討させていただきたいという具合に思います。以上です。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 私のほうから、それでは、２点目の複合施設への展示について答弁をさ

せていただきたいと思います。この施設は子供たち、保育所、児童館の子供たちが日常的になる

べく目に触れるようにというふうに考えて、この複合化を考えて進めているところでございます。

あわせて、やはりこの子供たちの保護者の方たち、若い保護者の方たちも迎えに来てくださった

りというところで、目に触れる機会は増えていくんではないかなというふうに考えているところ
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でございます。あわせまして、議員がおっしゃいますように、やはりこの中で、冒頭の答弁で申

しました交流であったり、体験であったりということが１つの、何ていうか、大切にしたいもの

だというふうに思っていますので、この仕組み的な部分で今後、これから施設が整備されていく

のに併せまして、どういった中身をしていけば、より充実した施設が生かされていくのかという

ようなことで、様々取組を検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 今の２つの答弁につきましては、まだこれからというふうな御答

弁だったと思いますが、やはり早急に１つのたたき台といいますか、こういった形で検討すると

か、こういった形で進めるっていうことはやらないといけないと思います。その辺は総務課長の

答弁に対してもやっぱり、まずは役場の中の書庫とかをどういうふうに整理して、残すものを残

していくかっていうことは、これは役場でないとできないことですので、早急にたたき台つくっ

て、役場の中で協議されるべき問題だというふうに思いますので、よろしくお願いします。

それで、１点目の総合計画のほうに戻りたいと思います。総合計画の中で、目指す姿という、

みんなでつくる元気な村、住み続けたい日吉津村というのがここに書かれているんですけども、

これはいわゆるスローガンだと思います。このスローガンについて村長にお聞きしたいんですが、

私も個人的な感じでは、特にこのみんなでつくる元気な村っていうことは、非常に大事な視点だ

というふうに思います。ただ、このことがいま一つ具体的にここに、私の読み方によりますと、

いま一つ具体的でない部分があって、このみんなでつくる元気というふうなことについて、これ

が一番のメッセージだと思うんですが、村長自身が具体的に考えるイメージっていうのはどうい

ったものなんでしょう。簡潔に御答弁いただいたらと思います。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。みんなでつくる元気な村ということで、みんなでつ

くるというのは、この基本理念にも掲げております協働ということでございます。やはり行政と、

そして村民の皆様と一緒になって今後の日吉津村をつくっていく、みんなでつくっていくという

ことで、このみんなでつくる。そして、元気な村というのは、やはりこれも基本理念のほうにも

健康ということは掲げておりますが、やはり健康というのは非常に基本的なことというか、最も

大事にしていくべきものの１つであるというふうに考えています。また、もちろん身体の健康も

そうですが、やはり今のような社会経済状況を考えてみますと、やはりこういった社会や経済、

そういうところも元気になっていくことをみんなで考えていきましょうというメッセージをこの

中に込めさせていただいています。以上です。
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○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ありがとうございます。その今の考え方については、私も大いに

賛同するところであります。ただ、私が言いたいのは、村民の皆さんをどうそこに興味を持って

参画をしていただくかっていうことが問われると思うんですよね。村民の皆さんも日々の生活の

中で、常にむらづくりを考えて暮らすっていうわけにはいきませんので、行動を起こしていただ

いたり、みんなでの場に出ていただくっていうことになると、それをどのように、促すっていう

のはちょっと言い方がおかしいかもしれませんが、どのように演出し、村民の皆さんにその気持

ちになっていただくかっていうことでいうと、非常に大きな工夫が要るというふうに思っており

ます。

そこで、前後しますが、特に挑戦というキーワードですね、挑戦というものに、実は総合計画

の審議会の２回目の中で、ある審議委員さんからは、行政が１０年間これから進める計画書に挑

戦という言葉は似つかわしくないんではないかと。要するに、行政がきちんと村民とともに施策

を進める上で、何か挑戦というふうな、一方でいうとリスクがありますかね、挑戦したけど失敗

したっていうふうなイメージもあるので、挑戦という言葉は似つかわしくないという御意見があ

ったんです。私自身もちょっとびっくりして、あっ、そういう見方をされる人もあるんだなと思

ったんですが、そういったことがあったということであります。その上で、この総合計画の中に

村民アンケートの結果で、これからのむらづくりのキーワードがアンケートされておりまして、

ここに見ますと、第１番は安全・安心なんですね。第２番目は優しさ、３番目はにぎわい、あと、

快適、楽しさっていうことで、挑戦（チャレンジ）というのもその後に続くんですが、いわゆる

村民の皆さんのキーワードとしては安全・安心とか優しさというのが上位に上がってるふうに、

ここに資料編に書かれているんですが、その辺りのことと、役場の中でこの挑戦、協働、健康に

しようといった、そういうふうに決めた経過っていいますかですね、最終的にどういった意味合

いでそこに決まったのかということを、これも恐縮ですが簡潔にお答えいただいたらと思います。

○議長（井藤 稔君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。まず、先ほど挑戦とい

う言葉なんですけども、確かにおっしゃるとおり、総合計画の審議会の中で御意見を賜りました。

いろんな取り方もあろうかと思うんですけども、ボクシングとかに例えると、例えばチャンピオ

ンに挑戦していく、無謀な戦いであってもチャンピオンに対して挑戦していくっていうような無

謀なことではなくって、法令は当然遵守なんですけども、これまで日吉津村が取り組んできた、

先ほど村長の答弁にもありましたとおり過去からの……（「後半のほうの話」と呼ぶ者あり）こ
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との意味合いで今後も挑戦し続けるという意味合いで挑戦というふうになりました。村民アンケ

ートの結果から、この３つのキーワードという結びつけなんですけども、これ、当然アンケート

は大変重視しておりまして、それを基に職員の検討会であったり、職員の中で日頃から村民の皆

様方から聞いております御要望とか御提案とか様々な御意見、こういったものをいろんな言葉で

ワークショップで提出しまして、一まとめにまとめて、チャレンジっていう言葉も出てきました

し、未来ある日吉津村というようなキーワードもたくさん出てきた中で、最終的に村の内部で協

議した結果、その中の１つを、挑戦という言葉を選択いたしました。以上です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） そういったところが、正直言って基本構想なり、ここでは読み込

めないわけですよね。ですから、村民の皆さんからいうと、そのアンケートで出たキーワードっ

ていうものが載らないで違うキーワードが載るということについては、それに対する、何ていい

ますかね、情報発信は丁寧に必要なんではないかというふうに思うんで、そういった点で、先ほ

どの挑戦に違和感を感じている人からいえば、何でその挑戦が出てきたのかっていうことに思い

が至るというのは当然だというふうに思うんで、そういった理解をお願いしたいと思います。

それから、農業のことをちょっと伺っておりますが、私の考え方からいっても、福祉とか教育

とか、そういった施策についてはそれぞれに結構、基本計画的なものがたくさんつくられている

と思います。農業もないわけではありませんが、とかく村民の皆さんの声としては、例えば土地

利用に関して農地を潰してどんどん企業を誘致したらどうかという御意見がある一方、これ以上

潰してほしくないと。のどかさを残してほしいという、これはもう昔から結構いつも議論が分か

れる問題なんですね。そういったことでいうと、特にこれから１０年間の基本構想の中で農地を

どう守るか、あるいは農業振興をどうつくるかっていうことの一方で、担い手もなくなった農地

をどうやって、言わば開発して都市化していくかっていうふうな、そこの議論が分かれるという

ふうに思うので、そこの辺りがこの基本構想の中では、あるいは基本計画の中で、村民の皆さん

に対してどういうふうにそこの提案といいますか、村民とともに取り組むこの計画の中に盛り込

まれているのかっていうことを少し補足をいただきたいというふうに思いまして。さっき未来会

議の中でビジョンが作成されつつあるということなので、それが一つの答えになるかもしれませ

んが、例えば未来会議の中で、この総合計画っていうものを今つくってます。あるいは総合計画

に対して御意見ないですかというふうな、そういう問いかけはされてはないんでしょうか。そう

いうことされたか、出たとしたらどういう御意見が出たかっていうことを伺いたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 益田建設産業課長。
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○建設産業課長（益田 英則君） 前田議員の御質問にお答えします。農業の振興の関係につきま

して、御指摘のとおり、ええ、後継者とか高齢化っていう部分でなかなか農業のほうの活性化っ

ていうことが難しい状況でありますけれども、様々な御意見、これまで実施してきました座談会

等でお聞きしております。そういったようなところの課題を整理させていただきながら、今後の

取組を未来会議のほうを設置した中で進めさせていただきたいと。そういった中では今後の方向

性といたしまして、将来ビジョンというものをお示しさせていただきながら、農業者の皆様、そ

れとあと、非農家の方も含めて農地の保全ということを図っていかなければというふうに思って

おります。農地の保全ということに考えますと、開発の関係と、やはり調和を図るバランスの取

れたありようといいますか、そういったようなところも検討していかなければならないというふ

うに思っております。守るべき農地をしっかり守り、農地から外すべきところ、そういったよう

な土地についてはしっかり農地以外の活用方法を考えていくというようなことが必要になってく

るのかなというふうに思っております。

未来会議のほうで、この総合計画を策定しておるということについては御説明のほうはさせて

いただいておる状況です。以上です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） それで、結局、そこで総合計画のこの素案等についての意見交換

というのはしてないわけですね。そこまではしてないっていうことですね、ですね。簡単に答え

てください。

○議長（井藤 稔君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 会議の中において、具体的にこういったような記述をさせてい

ただくというようなお話はさせてもらってないです。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） この間、コロナ禍のためになかなか村民の意見交換の場がつくれ

なかったっていうことがあるので、そういった説明を事務局から受けておりますが、私としては、

いろんな委員会があるわけですから、そういった場面で日頃感じておられる点をヒアリングする

っていうことは当然できただろうというふうに思うので、その点で特に農業の問題については最

近集まっていろいろと将来のこと考えておられるので、そういった議論がぜひあったらよかった、

あるべきじゃないかなというふうに思いますので、その点で伺ったです。

それで、時間が少ないんで前後するかもしれませんが、この素案が、私はたまたま議会から審

議会の委員も仰せつかっておりますけども、１月の下旬と２月の中旬に２回審議会があったわけ
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ですが、その間に村民への説明会と、それから村づくり委員会、それからパブリックコメントが

あったということです。一つ一つ、私は率直に言って、回数も少なくてなかなか十分な意見交換

はできなかったと思ってますが、その中で１点、パブリックコメントが去年の３月の、この今後

の作成の予定で見ますと、１月に３０日間のパブリックコメントをやるという予定になっており

ますし、そもそもうちの村の規約でもパブリックコメントは３０日以上ということになっている

わけですが、結果的には２月に１５日間で切り上げられておりますが、この１５日間というふう

にあえて短縮をされているのはどういった経過だったか御答弁いただきたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。パブリックコメントの

期間のことについてです。パブリックコメント、２月１日から１５日まで１４日間の期間でパブ

リックコメント実施しております。結果的に出された意見は１件だったんですが、これは日吉津

村のパブリックコメント手続要領第７条、実施期間は公表の日から起算して３０日以上設けと、

それで意見を募集するものとすると書かれております。ただし、やむを得ない理由がある場合は、

その理由を公表した上で期間を短縮することができるということで、パブリックコメントのほう

に公表書をつけております。理由は、今後のスケジュール策定の都合のためということで１４日

間とさせていただいております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） そのやむを得ない事情ということの本質を聞きたかったんですが、

この３月議会に提案するには時間的余裕がなかったというのが事務局の感じだというふうに思う

んですが、あえて言うと、このパブリックコメントの実施要綱はそういった事情でやむを得なか

ったとは私は言えないっていうふうに思います。やっぱり３０日を確保して行うべきであったし、

それから、そもそもこの今年度で総合計画が次年度から新しい総合計画になるということは１０

年前、２０年前から決まっているわけですので、そういった点で今の事情は事情としてあるにせ

よ、やはりパブリックコメントをきちんと３０日以上は確保して、村民の皆さんに意見を伺うべ

きだったというふうに、あるいはべきだというふうに感じております。

それから、いろいろあるはあるんですけども、この素案の中の最後のページに策定の経過って

あるんですけどね、これは文書で事務局にも出してるんですけども、ここの総合計画審議会とか

村づくり委員は、矢印の関係は役場となるんですよね。村長とじゃないんですよね。これは間違

いだと思いますね。少なくとも総合計画審議会は村長が諮問し答申してるわけですから、これは

この図では間違いだというふうに思いますので、これは訂正をされるべきだというふうに思って
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ますが、この辺についていかがお考えか御答弁をいただきたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えします。３８ページの上の図のこと

だと思います。確かに村長が審議会の会長に諮問をし、そして議論をしていただき、最終的に審

議会の会長から村長に対して答申をいただくという流れにはなろうかと思います。ここの図は、

村長を単独村長ということで上がっておりますけども、この矢印の間違いは間違いではなくって、

村全体のことを言っておりますので、この図のとおりでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 時間になりましたので。

○議員（７番 前田 昇君） ありがとうございました。

○議長（井藤 稔君） 以上で前田議員の質問を終わります。

○議長（井藤 稔君） ここでしばらくの間、休憩といたします。再開は午前１１時１５分とい

たします。参集をお願いします。

午前１１時０４分休憩

午前１１時１５分再開

○議長（井藤 稔君） 再開します。

引き続いて一般質問を行います。

議席番号４番、三島尋子議員の一般質問を許します。

三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ４番、三島です。少し遅くなりましたけれども、東日本大震災か

ら１０年を迎えます。もうすぐ１０年がやってまいります。復興が進んでいるところ、復興した

と言えないところ、まだまだ厳しい状況だとテレビなどで報道しています。こういう状況の中で、

またコロナ禍の中、２月１３日深夜、福島、宮城で震度６強の地震が起きました。震災に遭われ

た方々にお見舞いを申し上げます。

今回、質問の通告は２問いたしております。１問目は、出資法人等のえ況、２問目はコロナ対

応とむらづくりの２問でございます。

初めに、出資法人等のえ況についてお伺いをいたします。

１点、うなばら荘今後の方向について。同僚議員からもございましたので重なる部分があるか

と思いますが、よろしくお願いをいたします。昨年１１月２９日、ヴィレステひえづにおいて、
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西部広域行政管理組合主催でうなばら荘の今後の方向について住民説明会が開かれました。説明

によりますと、ええのうなばら荘施設形態では収益の回復は見込めないことから、民間事業者に

よる施設の有効活用の可能性を把握する目的で、サウンディング型市場調査を実施したというこ

とです。そして、この市場調査で、新たな活用方法により日吉津村のまちづくりに寄与し、村民

の利用にも配慮、そして職員の継続雇用にも期待の持てる有益な提案であったということです。

そして、この提案を踏まえ、令和４年３月末で広域共同運営を終了し、他事業者へ譲渡を検討す

るというものでありました。令和３年２月の正副管理者会議で最終案について協議、決定すると

いうことがございましたが、この正副管理者会議の最終案、協議結果についてお伺いをいたしま

す。

２点目、土地開発公社について伺います。土地開発公社は、経営健全化実施により平成２９年

度で公社の役割を終えています。以後は決算報告として、資産収支報告のみが６月議会で報告さ

れています。今後の考えについてお伺いをいたします。

３点目、株式会社ひえづ物産について伺います。平成２９年度は空き店舗があり、約７１え円

のの失でした。平成３０年度は約１１え ０００円の利益、令和元年度は約２１３え円の利益が

報告になりました。改善されてきていることは大変いいことではございますが、コロナ禍のあっ

て、こういう改善がされたっていう点について、その要因は何であったかということをお伺いし

ます。あと１点、新鮮市場の建物を見ておりまして気がつきました。外壁が少し気になりまして

修繕、塗装が必要ではないかなということを感じましたが、いかがでしょうか。

２問目、コロナ対応とむらづくりについて３点伺います。

１点として、日吉津村総合計画について伺います。今年２月７日の住民説明会で、本計画は日

吉津村のむらづくり計画の中で最上位の計画と位置づけている。策定に当たっては、令和元年１

１月に実施した全戸配布のアンケート結果、上級職員による検討会、村策定本部会議で検討を重

ねて策定したということでした。しかし、新型コロナウイルス感染を考慮して、村民の意見を聞

くことができなかったということでございました。村づくり委員会での検討は１時間半の１回、

パブリックコメントの期間は１４日間、２月７日の住民説明会の時間は１時間でした。この説明

会は時間は短時間でしたが、貴重な意見が出されました。私はほぼ全意見に賛同しております。

策定の経過を見ますと、村民が中心であるべき体制が取られていないっていうことを感じており

ます。いま一度村民の意見を聞き、また周知も図る体制が必要とはお考えにはなりませんでしょ

うか。

２点目、コロナワクチン接種について伺います。テレビをかけますと、毎日コロナワクチン接
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種について報道をしております。１月臨時議会において、ワクチン接種は開業医２か所、村内１、

米子市１と、集団接種、ヴィレステで行う説明がありました。医師、看護師ほか職員の体制など、

そして副反応に対する対応、体制についてどうお考えになってますでしょうか。また、政府では、

集団接種から個人接種に変更も検討されておるようです。本村はどうお考えになっておりますで

しょうか。

３点目、コロナ関係予算等についてお伺いをいたします。コロナ感染については十分に心して

事業執行しなければなりません。地域状況、住民の暮らしを把握して施策に取り組むことが重要

と考えております。新年度予算に対しての考えをお伺いをいたします。

質問は以上です。答弁によりまして、再質問させていただきます。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 三島議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思います。

まず、大きな１点目として、出資法人のえ況、大きな２点目として、コロナ対応とむらづくり

ということで、大きな１点目の出資法人のえ況の中で、１つ目のうなばら荘の今後の方向はとい

うことで御質問でございます。

こちらのうなばら荘のえり方検討の経過、それから、先般この最終結果報告が出されたという

ことに関しましては、先ほど松田議員のほうからの御質問に対して答弁をさせていただいたとお

りでございます。このたび、このえり方報告というのが西部広域行政管理組合の議会の委員会の

ほうで報告をされた、先週の月曜日だったと思いますけど、されたということでございまして、

それに先立ちまして、２月の上旬だったでしょうか、正副管理者会議が開催をされまして、その

中でこの最終報告案について確認がされたということでございます。その検討の経過をもって、

このたびのえり方検討の最終報告がされたということでございますので、協議結果としてえり方

検討の報告書となったということが協議結果ということだと思っています。

次に、土地開発公社についての御質問についてお答えをいたします。土地開発公社につきまし

ては、ええ、解散に向けて検討をしているところでございます。公共事業等に伴います土地の先

行取得の可能性が今後ないかというところにつきまして、いま一度確認をした上で、それが恐ら

くないだろうということになりましたら解散に向けた手続を行ってまいりたいというふうに考え

ております。

次に、株式会社ひえづ物産についての、収益が改善された理由等についての御質問でございま

す。ひえづ物産につきましては、賃料の収入によって経営をしているところでございます。え状

４店舗が営業をしておられまして、そのうちの１店舗が平成３０年頃から空き店舗部分を一部利
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用されることとなったために、平成２９年度と比較して令和元年度の売上高が増となったもので

ございます。あわせて、平成２９年度は水道光熱年などの経年が多かったわけですけれども、令

和元年度はこの経年も減少したことも要因だと考えております。また、外壁の修繕についての御

質問でございます。これはこれまでのやってきたというところでは、新鮮市場が開業後、約１０

年経過したところでイオンの増床と併せて塗り直しを実施をしたという経過がございます。今後

も必要があれば行っていくというような考え方でいるところでございます。

次に、大きな２つ目のコロナ対応とむらづくりということで、日吉津村総合計画についての御

質問でございます。

まず、議員の御質問の中で、コロナの影響で村民の意見を聞いてないというようなことをおっ

しゃいましたけれども、これは決して聞いてないというわけではないわけでございまして、御説

明いたしますアンケート等々、様々な手法で御意見を聞いてきたところでございます。やり方と

して、手法の一つとして、村民の皆様に集まっていただいてワークショップ等々を開催をしてや

るというようなやり方もあるわけでございまして、そういったやり方も当初は検討をしていたわ

けでありますが、このコロナが流行している状況下において集まって机を囲んでわいわいがやが

やというのができなかったというような、そこまでやれることはちょっとできなかったというこ

とでございまして、そのほかにも、先ほど来御説明をしておりますけれども、様々なやり方で御

意見は聞いているところでございます。

まず、昨年の１月になりますけれども、村民の方６００人を対象としたアンケート調査を行い

ました。あわせて、中高生５０人を対象としたアンケート、この結果、これをスタートに策定を

開始をしたところでございます。第６次の計画の振り返りなどを行った上で、この計画をつくっ

てまいったということでございます。また、パブリックコメントにつきましては、日吉津村パブ

リックコメント手続実施要綱第７条の規定に基づいて期間を１４日間として、この２月の１日か

ら１５日の間に実施をしたものでございます。１件の意見の提出をいただきました。大変貴重な

意見をいただいたところでございます。これをこの計画の中にも反映をさせて、今議会に提案を

させていただいているところでございます。パブリックコメントのほかにも説明会、住民の皆様

を対象とした説明会、それから村づくり委員会、計画審議会ということで、そういった場で様々

な御意見をお伺いしたところでございます。説明会のほうで議員のほうもおっしゃいましたけれ

ども、本当にいい意見を多数いただいたところでございまして、この意見につきましてもこの計

画の中になるべく反映をさせていこうではないかということで内部でも話をしまして、できる限

りこれを反映した内容として今回提案をさせていただいているところでございます。
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今回、この基本計画の中にありますのが、基本構想と基本計画という部分でございますが、さ

らに詳細な事業に近いところになってまいりますと、実施計画というのを今後策定していく予定

としております。この実施計画を策定していく中でも、これまでいただいた御意見の中でも、む

しろ実施計画のほうに反映させていくべきではないかというような内容も多々いただいておりま

すので、この実施計画を検討する上で、その中に反映できないかということで検討していきたい

と考えております。また、今後はこの計画を実際動かしていくというわけになっていくわけです

が、この中で進捗管理を行っていく際に、修正すべき箇所等が出てきましたら、村民の皆様から

の御意見等も伺いながら、マネジメントの中で修正も図りながら動かしていきたいというふうに

考えているところでございます。具体的な取組を実施する際の、今申しました進捗管理を十分に

やっていくこと、そして村民の皆様と一緒に動かしていく計画にしていきたいというふうに考え

ております。

次に、新型コロナのワクチン接種についての御質問でございます。ワクチン接種に関してでご

ざいますけれども、日々刻々と状況が変わってきている状況ではありますけれども、本村におき

ましても、国、厚生労働大臣の指示の下で、臨時的に行います新型コロナウイルス感染症対策の

ワクチン予防接種の体制整備に今鋭意取り組んでいるところでございます。この対象となるのは、

基本的には村内に居住される１６歳以上の方。接種には御案内のとおり優先順位が示されており

まして、高齢の方、６５歳以上の方ということですが、この方々への接種は４月以降できるよう

にということで、これはワクチンがどれぐらい配られてくるのか、配付があるのかというところ

とも関連をしてきますが、これに向けて今準備を進めているところでございます。それに先立ち

まして、接種券等につきましては３月下旬には発送をしていきたいということで進めているとこ

ろでございます。接種場所については、原則、住民票の所え地ということで、入院や入所中の方

は接種場所の例外というふうになっているところでございます。本村におきましては、集団接種、

ヴィレステひえづを予定をしておりますが、集団接種と個別接種を併せて行う方向で調整をして

いるところでございます。集団接種の実施体制に向けましては、医療職のみならず、会場に入る

際の検温、受付、接種券等の確認、会場での誘導、接種済証の発行等々、多数のスタッフが必要

となることが想定をされます。しっかりと人員を確保して、え全の体制を整えて接種に当たって

まいりたいと、今準備を進めているところでございます。個別の接種につきましては、こちらも

ええ調整中ということでございます。医療機関の御協力もいただきながら、この体制も今後整備

を進めていきたいと考えているところでございます。接種者にアナフィラキシーショックやけい

れん等の、いわゆる副反応が見られた際の対応についても、これも国のほうから手引というのが
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示されておりまして、この手引の内容に基づきまして物品や医薬品の手配、準備、体制づくりを

進めているところでございます。

今後でございますが、個別接種に関しましては、県や、あるいは西部の医師会のほうの御協力

もいただき、連携をさせていただきながら、個別接種の受診委託機関が増えるような働きかけを

行いつつ、多くの接種機会が確保できるように、ええ進めております集団接種と個別接種の併用

で行っていける体制を準備しスタートしていきたいと考えております。また、副反応等の情報な

ど、国から発出されます科学的知見に基づいた情報や資料を村のホームページや村報、防災無線、

ひえづチャンネル等を利用して情報発信したり、ポスター、チラシの掲示等を広く利用し村民へ

の周知に努めてまいりたいと考えております。

次に、新型コロナに関係します新年度予算、令和３年度予算につきましての考え方について御

質問でございます。こちらにつきましては、前回の議会のときにも多分お答えしたかと思います

けれども、令和３年度の予算編成方針というのを役場内で示しておりまして、この考え方を基本

にしながら予算を検討してまいったということでございます。コロナ関連のところでいいますと、

ウィズコロナ、アフターコロナの社会を見据え、感染防止対策、村内経済の活性化、自粛傾向に

ある村民主体の活動の継続などを念頭に積極的に事業を提案してもらうようにということで、こ

れを当初の予算編成方針として予算を検討してまいったところでございます。ええ、その令和３

年度予算を提案をさせていただいているところでございますが、その中にありますが、先ほど申

し上げました、やはりまずはワクチンの接種体制というのをしっかりと確保していって、円滑な

ワクチン接種を進めていくということが、これ、一つの非常に大きな優先な課題であるというふ

うに認識をしております。ということで、この予算につきましても、ワクチンの接種年と体制の

確保事業ということで予算を計上させていただいているところでございます。あわせまして、感

染防止につながるような取組、あとは経済対策の取組等につきまして予算を今回の議会に提案を

させていただいているところでございます。今後も感染拡大状況、あるいは経済への影響等も踏

まえまして、国、県、近隣市町の動向等も注視しながら必要な対策を検討してまいりたいという

ふうに考えております。

それでは、以上で三島議員からの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） すみません、２問目のほうからいかせていただきたいと思います。

予算につきましてですけれども、コロナを１０と見てそういう対応をしていきたいっていうこ

とであったと思いますが、先般、村長の施政方針の中で公共下水についての使用料についてのこ
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とがありました。大変いいなっていうことを思いましたけれども、６％の減料を続けるというこ

とだったと思いますが、コロナで減料をされておる部分についてはお考えにはならないんでしょ

うか。６％は年次で計画でしてきておるものですね。今はそれが、うそだ、ごめんなさい、失礼

しました。

６％でいくっていうことですね、それでよろしいですね。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。下水道使用料につきましては、ええ６％減免を継続

しているわけですが、本来ですと令和２年度にはこれが減免の率が２％まで少なくなってくると

いうことで、使用料にしては上がってくるということになるんですが、これを今回のコロナの影

響を踏まえて、令和２年度について６％のままでいこうという減免をしたと。今回、令和３年度

につきましても、え状を踏まえて２％に上げるのではなくて、６％の減料のまま令和３年度にお

いても継続を図っていくというような提案をさせていただいております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ありがとうございます。コロナ関係についてですけれども、生活

困窮者っていう方々についてよく報道がされてます。それと、中小企業の廃業っていいますか、

大きく言えば倒産ですけれども、そういう状況もあると思いますし、それから雇用、解雇される

ってことがありますが、日吉津村では行政のほうからあまりそういうことを聞かないんですけれ

ども、まず、生活困窮ということについて、どういうふうに全体的に捉えておられるんでしょう

か。日吉津村にはコロナの影響がないっていうふうに捉えておられるんでしょうか。その点をお

聞きいたします。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えいたします。生活困窮ということで

ございますが、やはりコロナの影響というのはかなりあるというふうに見ております。社協でや

っております緊急小口融資のあたりの実績もこれまでより随分、令和２年度は増えましたので、

かなりの影響があるというふうに認識しております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 社会福祉協議会から受けるのは貸付けですよね。それは返してい

かないといけないっていうことがありますが。それに対しての村として助成をしていくとか、そ

ういうことはできないもんでしょうか。ちょっと聞き合わせをしましたら、２回目が借りれない

かとか、そういうことを言ってこられる方もありますっていうことだったんですけれども、そう
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いうことについてはどうお考えになりますか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えします。緊急小口融資は、おっしゃ

るように返すという必要がございます。それがまず１回目の窓口でして、その後には総合支援資

金というものがございます。そういった流れで借りていただくというような、相談をしながらで

すけれども、そういった紹介はさせてもらっております。村につきましては、国の制度に従って

住居確保給付金であったりとか、先ほどおっしゃいました様々な医療保険の減免制度ですとか、

それから手当とか、そういったものを御紹介していただいております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 先ほど村長のほうからの答弁で、新しい年度の予算としてはコロ

ナに対する対策を重視をしていくということがございました。やはりその点について、日吉津村

ではあまり大きく出てませんでしたけれども、農業面もあると思います。ごめんなさい、質問の

事項には入れてなかったかもしれませんが、全体的にコロナっていう見方ですけれども、日吉津

村の。そういうことで、日吉津村はコロナの影響が何かあまりないじゃないかっていう捉え方を

しているのかなっていうふうに感じるんですが、農業面についてはどうでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 三島議員の御質問にお答えします。農業面におきましても、生

産された農産物等の販売価格という面で見れば、需要が減ってきておる状況の中ではコロナ前と

比べれば価格の低下等、影響は多分にあるものと考えております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 令和２年度において農業者への草刈り機ですかね、小規模農家に

対してのそういう対応を取られたっていうことはよかったなと思ってますが、国から決めた農業

者に対する持続化給付金等についても、やはり行政のほうからの周知をしていただきたいなとい

うふうに思ってます。その点も今後、もしあれば、そういうことはしていただけますでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 国といいますか県といいますか、それぞれ村以外でも補助制度

実施されてる部分がございますので、そういったようなところにつきましては農業者の方に周知

をさせていただきたいというふうに考えております。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 何かちょっと緩いかなっていうふうに受け取ってますので、その
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点もよろしくお願いしたいと思います。

それと、２点目にしましたワクチン接種ですけれども、先ほどの村長の説明の中で、個別接種

へ移るよう、そのほうに移行していければそういうふうにしていきたいっていうことだったと受

け取りましたが、病院とか会場へ行けない方についての対応も考えていただいてますでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えします。一応、会場のほうは集団接

種がヴィレステひえづ、それから医療機関が村内１つと米子市が１つということですけど、基本

的には自分で行っていただくというようなことを考えております。ただ、そうはいっても、御家

族の方であったり支援者の方等がなく、なかなか１人で行けないという方もいらっしゃると思い

ますので、その方については個別に御相談をいただいて対応していきたいいうふうに思っており

ますし、移送計画なんかにつきましても、集団接種の日程等が決まりましたら、もうちょっと具

体的に検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 次、１問目の総合計画を再質問させていただきます。

先ほども同僚議員からありまして、ほとんどそこでは聞きましたけれども、私も、最後のペー

ジの３８ページに策定の経過っていうのがございます。それを見たときに、日程、日付をずっと

繰っていきますと、アンケートは住民から取っていただいてますけれども、村民からの意見聴取

っていうのは、住民説明会が２月の７日、むらづくり講座っていうことで村民向け説明会ってい

うのがありました。それ１回ですよね。あとは策定本部会議っていうのが５回開かれてます。そ

れはどういう方が入っておられるかなっていうことですが、村長、教育長、課長級職員っていう

ことです。ですので、私はこれを見ましたときに、ほとんど村で、行政でつくられた、まとめら

れたんではないかっていうことを思いました。先ほどアンケートをまとめる中で、そういうこと

を検討していきたっていうことですけれども、住民からの話合いはできなかった、いろいろ、言

い方はあれですが、みんなで協議をしていくワークショップなどが取れなかったっていうことで

はありましたけれども、先ほども出ましたが、いろいろな委員会とかそういうことも開かれてま

す。それと、部落懇談会もありませんでした。集落、自治会懇談会もありませんでした。いろん

なイベントがなくなって、住民からの意見の聴取っていうのができてないと思うんですね。それ

をアンケートのみでしていくっていうことには、ちょっとどうだろうっていうことを感じてます。

ですので、今回、３月議会、村長がまた修正をかけていくっていうことでしたけれども、これを

通した後で修正をかけられる。これ出した後、すぐ修正っていうのは、また議会にかけられない
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といけないんじゃないかなと思うんですが、その点、もう少し期間を延ばして検討していくって

いうことにはなりませんでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 三島議員の御質問にお答えいたします。村民意見を聞いてない

んじゃないかという点につきまして、回数とか時間とかはなかなか確保できませんで、ただ、ア

ンケートのみという御意見でしたが、実は村が主催しますいろんな会議とかの開催に合わせて、

例えば自治連合会であったり自治基本条例推進委員会であったり、こういった団体ですね、こう

いったところにも意見の聴取を行っておりますし、まず大前提としてはアンケートですね、村民

６００人プラス中高生５０人、６５０人、 ５００の中で６５０に対して回答率が４７％程度で

したので、大体１０人に１人ぐらいは意見を伺っておりまして、実際そういった御意見、専門の

分析機関にかけて、結果を皆さんに６月の広報誌とともにお伝えしたところでございます。そう

いった御意見分析しながら、職員の中でいろいろ練って、今回の基本構想、基本計画に反映して

おりますし、また、個別の意見、実際としては実施計画のほうに掲載する内容の御意見が多々ご

ざいますので、今後、実施計画策定する際に、これらの意見を十分反映してまいりたいと考えて

おります。以上です。

○議員（４番 三島 尋子君） 修正について。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。修正についてということだったですけど、今、福井

課長が説明を申し上げましたように、今後この実施計画というのを策定をしてまいる、冒頭、答

弁でも申し上げたんですが、この中に盛り込むべき、これまでいただきました御意見は盛り込ん

でいきますし、また、この計画をスタートをさせていくっていうことが非常に重要であるという

ふうに認識をしています。その中で、やっぱりこれを動かしていく中で、ＰＤＣＡということが

言われますけれども、チェックをしていく、都度チェックをしていくという、このサイクルを動

かしていくということが重要になってこようかと思いますので、村民の皆様から御意見をいただ

きながらつくっていくということも非常に重要ですし、また、これを村民の皆様から御意見をい

ただきながらアップデートしていくということも非常に大切なことだと思っています。このチェ

ックの仕組みを回していきながら、必要であれば、場合によってはその本体というところにも、

もしかしたら修正なりアップデートっていうのは加えていくというような検討もされるものだと

いうふうに認識をしております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。
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○議員（４番 三島 尋子君） そうしますと、１問目のうなばら荘の再質問をさせていただきた

いと思います。

皆さん、多分御存じと思いますけれども、うなばら荘の沿革っていいますか、そういうもの、

広域からの説明の中にも入れてもらってますが、住民の皆さん、転入された方たくさんあります

ので、知っておられない方もあるかもしれませんので少し申し上げたいと思いますけれども、４

８年の９月に土地の譲与を西部広域にしてますね。無料で出してます。その中には、温泉は権限

は入ってません。そういうことが書かれた契約を西部広域と結んでます。そして、４９年の７月

に営業を開始をして、平成６年に全面改装をしたということです。そのとき、それまでは広域の

直営でやってたんですね、委託だったでしょうか。直営でやってて、うなばら荘は全然その時期

までは運営がうまくいってて、剰余金がたくさん出て広域で積立てをしてもらったということで、

それを積み立てておいたもので全面改装をしたっていうことです。１８年に指定管理者制度が導

入をされまして、そのときにうなばら荘も財団法人うなばら福祉事業団が指定管理者になったっ

ていうことです。うなばら福祉事業団は日吉津村が出資をしてつくった事業団です。皆さん御存

じですけれども。それと、引き続き、ずっとその後、指定管理者で受けてきましたけれども、２

５年に法改正によって一般財団法人っていうのになりました。そのときにもその辺、名前の変更、

財団法人から一般財団法人に移り変わって、それで一般財団法人うなばら福祉事業団として日吉

津村が３００えの出資をしてずっと経営をしてきたんですけれども、それの財団法人に丸２年、

３年くらい前から経営が悪化してます。あと、ずっと ０００えから ０００え近くの不足が生 

じて、そのたびに税金をつぎ込んできたっていうこと。決してそれは全面的につぎ込むから悪い

っていうことではなくて、こういいますと全部反対ばっかり言ってるんじゃないかっていうこと

を取られますけど、経営改善っていうことがございます。施設使用料は初めは ０００えぐらい

払ってました。それがだんだん ５００え、 ０００えになって、あと、 ５００えに減料とい  

うか、パーセント落としていただいたっていうことなんですけど、そのときが、先ほど説明があ

りましたけども、２億 ０００えの事業をするのに ５００えぐらいの負担が要るんだろうって 

いうことで、そういうふうになったっていうふうに聞いてます。それをずっとしてきてましたけ

れども、私、経営っていうか、決算報告があるたびに見てきまして、使用料 ５００え部分が赤

字になるなっていうことを思ったんです。もう全体的に減すところがないので、職員の給与は減

料したら駄目ですっていうことを言ってきました。ですので、あとは広域で使用料についての減

料をしてもらうしかないなっていうことを受け止めてきました。そのことを申し上げてきました。

この、今、解散ではないですね、他事業へ移行をしていく、譲渡していくっていう中にあって、
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日吉津村は譲渡の中にどういうふうに入っていくんでしょうか。土地を出してる、建物だけが譲

渡できるわけではないじゃないかっていうふうに思ってるんですけれども、譲渡の内容について

お伺いをしたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 三島議員の御質問にお答えします。譲渡ということで、今ええは建

物は西部広域行政管理組合の持ち物っていうことで、土地については基本、村が持ち物だったも

のを一応無償譲渡ということで、これはうなばら荘を行うということで無償譲渡しております。

うなばらが３年度で終わって新たな体系になった場合、これについては、例えば土地を一度返し

ていただいて借地として出すのか、売却するのか、そういうところは村としても検討していかな

いといけないということになりますので、ええの無償譲渡という部分の契約について、西部広域

と協議していくことになるという具合に思っております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ええは無償で譲与をしてますので、それは理解しますが、西部広

域は建物についての検討をされます。でも、それが決まってから土地をどうするかっていうこと

ではないんじゃないかっていうふうに取ってるんですけれども、込みで日吉津村はこういうふう

にして土地はこういうふうにしたいとかっていうことは、どこで決められるんでしょうか。その

ことをお伺いします。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 三島議員の御質問にお答えします。上物だけということではなくて、

上と下とどういう形でできるかということを協議しながらやってるということで、スケジュール

のほうにもありますけども、賃貸なのか売却なのかということを５月が公募というような形にな

っておりますので、それまでには決めていかないといけない部分があるかなという具合に思って

おります。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ここ、スケジュールをもらってます、説明会のときに添付してあ

りますので見てますが、５月だからっていうことではなくて、私は今、日吉津村がしなければな

らないことっていうのんが、もう検討に入らないと駄目なんじゃないでしょうか。他事業者に来

ていただくときに、建物はこういうふうにして貸し出しますとか賃貸ですとか売買ですとか、土

地はどうですかっていったときに、土地も一緒に説明をしていくものではないかなと思うんです

ね。その点で、今後検討しますということでいいのかなっていうふうに思ってます。あと、目的
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外だったら更地にして返してもらうとかっていうこともありますが、日吉津村は、もし仮にこの

プロポーザルの調査をして事業者がいろいろ提案をしてきましたけども、日吉津村からは自分と

ころは、じゃあ目的外の使用でしていくっていう方向づけをするんならこういうことができるん

じゃないかとか、そういうことのお考えはないですかね。もう広域、日吉津村の中で話合いをし

ていきて、じゃあ住民がみんなでこういう方向に向かっていくように日吉津村が受けようかとか、

簡単に言えばですね、そういう方向ではないっていうことですね。全部、広域が出される方向で

やっていく、それに対して土地は貸すか売買するかどうするかっていうことだけを考えるってい

うことでしょうか。上物についてはもう考えないっていうことですか。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 三島議員の御質問にお答えします。検討してないわけではなくて、

メリット、デメリット、例えば売った場合、貸した場合のメリット、デメリットを今精査してた

り、それから法的にどうかというところも調べながらやっているところで、西部広域と常に上と

下の協議をしながらやっているところであります。今、提案があってるのは４社ということで、

プロポーザルに出す場合に、この間説明でもあったと思いますけども、うなばら荘の場所自体が

用途変更っていいますか、そう簡単にできるもんではなくて、福祉関係の建物という限定があり

ますので、そういうところを県のほうに今協議をしながら、どういうものであればできるかとい

うことも協議しているところで、基本的には福祉系のような形が、今でいえばできるような形で

はありますけども、どこまでができるか分かりませんので、その中身についての意見、どういう

形態でしてくださいという意見までは今のところ、詳しい話まではしてませんので、今後そうい

うところが、例えば健康についてもう少しできないかとか、そういうことがうちのほうから言え

るものであればその辺りは検討はしてみたいと思いますけど、今のところはそこの中までの話は

しておりません。以上です。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。今、総務課長のほうから答弁をさせていただきまし

たように、ええ、村のほうでも土地についてどういった方向性でいけばいいのかというところを、

メリット、デメリット出しながら検討をもう既に開始はしているというところでございます。広

域のほうとも随時協議をしながら進めているところでございまして、今、用途についてちょっと

総務課長のほうから触れさせてもらいましたけれども、これは必ずしも、用途についてこれでな

ければならないというのは、え段階ではまだ未定でございます。これは説明しましたように、県

のほうと都市計画等の関係ありますので、県のほうに協議をしながら、どういった形態というか
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内容のことができるのかというような協議も併せて今、広域がこれは主体になりますけれども、

進めていただいているというところでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 分かりましたっていうか、何かちょっと半分かなっていう気がし

ますけど。広域で検討をしてもらうっていうことですか、含めて。日吉津村で今までやってきた

ので、じゃあ全部を含めてですね、どういうふうにしていくかっていう考え方はしてない。検討

してますっていうことがありましたけど、村でも検討しているっていうことでしたけれども、こ

れはどこで、職員さんでしとられるっていうことなんでしょうか。うなばら荘自体がそういうあ

れはしないですね、役場からの財産で、役場が譲与契約をしてますので、行政がしていくことか

なっていうふうに思ってますので、このことについてはどこで検討をしておられるんでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 三島議員の御質問にお答えします。先ほども申しましたように、役

場の中で検討しておりますし、随時西部広域と協議をさせていただいております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 先般、全協、少し前ですけども、いろいろ話を聞いた中で、議会

にも責任があるっていうことがありました。確かにそう思いますけども、ですけど、どういうふ

うにしていくかっていうことはみんなで考えていかないといけないなっていうふうに思ってまし

て、西部広域に対して日吉津村から広域が売却されるときはこうだし、土地はこうだしとかって

いうことを、そのときに言っていくっていうことではないですね。向こうが決められた中に沿っ

ていくっていうことなんでしょうか。正副管理者会っていうのには、村長は副管理者かで出てお

られますでしょうか。その中での位置というのはどういうふうになってますでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。うなばら荘のこの施設、建物に関しましては、冒頭

より御説明させていただいてますように、西部広域で造った、設置をしたものでございます。と

はいいましても、やはりこの日吉津村内にこの施設があって、長年、日吉津村、福祉事業団で運

営をしてきた施設でもありますし、また、日吉津の資源であります温泉を活用して村民の皆様、

あるいはこの広域の圏内の皆様に貴重な高齢者の福祉施設として利用をしてきていただいた施設

でございます。建物が、土地がということは、これは整理していく上では出てくるとは思います

が、これはやはり日吉津村としては、この温泉が活用をされるっていうことであったりとか、引

き続き村民に愛される施設、親しまれる施設であったりとか、有効にこれを活用が図られるよう
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なふうに考えていかないといけないというふうに思っています。こういったことを、主体として

は広域と日吉津村というのがあるわけですけれども、これはどちらがどう言ってるからどうだと

いうことではなくて、やはり一緒に考えていく必要があるというふうに考えています。これまで

も西部広域の、打合せ自体は事務局とやっていくことになりますけれども、正副管理者会の場等

におきまして私のほうからも日吉津村の考えですとか、そういったことはお伝えをしながら進め

てきているところでございます。今後もそのように進めていくというふうになろうかと思います。

以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 日吉津村の考えっていうのを、今までちょっと議会でも聞いてま

せん。ただ、広域で説明があったこと、決まったことを話をしていただいてますので、どういう

ふうに考えておられるんだろうっていうふうに捉えてます。その点について、やはり議会も議決

をしないといけない立場にありますので、お互いが寄り添ってっていいますか、検討をしていく

必要があると思いますので、その点を今後考えていただきたいっていうか、協議をしていく場を

持っていくことも必要ではないかなっていうふうに思ってますが、その点はどうでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。考え方につきましては、今答弁もさせていただきま

したけれども、やっぱり日吉津村にとって、うなばら荘というのがどうあるのがやはりベターで

あり最もいいのかっていうことを考えていくっていうのが、やっぱり我々が考えていくべきとこ

ろだと思っています。あとは、情報提供等に関しましては、おっしゃいましたが、これまでも西

部広域での検討の状況等につきましては、随時議会の前後等に御報告、御説明をさせていただい

てきたかと思っていますので、今後もその都度、情報提供等々もさせていただきながら、御相談

もさせていただきながら、御意見も伺いながら進めていきたいと考えております。以上です。

○議員（４番 三島 尋子君） 終わります。ありがとうございました。

○議長（井藤 稔君） 以上で議席番号４番、三島尋子議員の一般質問を終わります。

○議長（井藤 稔君） ここでしばらくの間、休憩といたします。なお、午後の再開は午後１時

からです。

午後０時１５分休憩

午後１時００分再開

－４４－



○議長（井藤 稔君） 再開します。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

通告４番、議席番号２番、山路有議員の一般質問を許します。

山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 失礼します。２番、山路です。ただいまから、私の一般質問に入

らせていただきます。

誠に、昨日が最高気温が２０度、本日が最高気温８度ということで、本当に三寒四温といいま

すか、温度差が激しいところで、議員の皆さん、また、村民の皆さん、体を御自愛いただきたい

と思います。

ここ連日の報道は、コロナ陽性状況とワクチン接種に関わる報道の毎日であります。発生当初

から、我が身も顧みず患者の治療に当たられている医療関係者の皆さんに敬意と感謝の気持ちで

いっぱいであります。縮小傾向にあるといいながらも、昨日、３月１日ええで、世界で感染者が

１億 ４００え人、１くなられた方が２５３え人に近づくところであります。また、国内の感染

者は４３え人、１くなられた方が ９００人を者者する痛ましい状況であります。まさしくウイ

ルスとの闘いであると思っております。１年以上が過ぎた今、コロナ禍で学ぶことは多くあった

ように思います。感染予防をしながら日常生活を送る、これまで当たり前に思っておりました生

活に感謝するとともに、周りの方に思いやりの気持ちを持って接するようになったように思いま

す。今後、毎年インフルエンザ予防接種とコロナ予防接種の両方が必要とされ、ワクチン接種後

もマスク着用は必要とされているようです。何より、急ぎ足で承認されたコロナワクチン。今後、

数々の問題が発生するものと考えなければなりません。行政の責任として、コロナ対策、経済対

策に全力を尽くしてほしいとお願いするところです。議員の責任として、村民に寄り添った安心

・安全につながる施策を提言していきたいと思っております。

本日の一般質問は、まず最初に１点目は、令和３年度コロナ禍に対応した村独自の支援策につ

いてお伺いしたいと思います。

２点目は、日常生活の中で住民の方が不安を訴えられている、特に密集地の住民の方からは、

村内の空き家対策を心配されております。行政でのえ状の取組状況についてお伺いしたいと思い

ます。

３点目は、ここ、住民の方からもいろいろと御意見をいただいております、うなばら荘指定管

理継続判断についてということで、以上３点についてお伺いしたいと思います。

１点目の、コロナ禍に対応した独自施策はということでお伺いしたいと思います。
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長期に及ぶコロナ対応は、国民、企業に多大な影響を与えております。国・県・村行政からの

支援が実施されても、先行きの見えないところであると思っております。え状を踏まえた中で、

各自治体独自の取組、次期年度に予算化されているところであります。我が村の施策、予算化さ

れるものが村民に寄り添ったものであることに期待するところであります。

そこで、まず１点目が、令和３年度、我が村独自のコロナ対応施策はということで資料要求を

しております。大変まとめていただいております。ありがとうございます。

それから、２点目が、急遽の対応となりますが、役場庁舎、また、ヴィレステに職員を配置し、

コロナワクチン相談窓口を設置すべきでないかというふうに思っております。接種当日、受付が

スムーズに行えないと思うからであります。他自治体では、この受付が一番時間を要したという

ふうにお伺いしております。この辺りについて行政の考え方をお聞きしたいと思います。

３点目は、元気な高齢者が出かける機会が極端に少なくなり、全国的にフレイル、虚弱の予防

が急務と言われております。感染予防に配慮しながら、出かける保健師の取組が必要ではないか

と思っております。この辺り、コロナの感染予防をしながら、こうした対応が必要ではないかな

というふうに思っております。行政の考え方を聞きたいと思います。

４点目が、感染予防の立場から公共施設等に自動水洗化、後づけ、こういうものが今あるそう

でして、設置が必要と思われます。いろいろな、これまで駅とかででもクラスター発生があると

ころですので、公共施設にこうした自動の水洗化、後づけが必要ではないかなというふうに思っ

ております。この辺の対応についてお伺いしたいと思います。

そして、大きな２点目が、村内の空き家対策のえ状についてお伺いしたいと思います。

村内においても相当数、昨日、総務経済の報告もありましたけども、空き家が３９戸、空き店

舗が４戸、合わせて４３戸の空き家が発生していると聞くところです。特に密集地の空き家、不

審火、倒壊等の心配をされるところであります。これまでも行政のほうに私、相談はしていると

ころですけども、村としてどのような対応を考えられているのかお聞きしたいと思います。

そして、大きな３点目が、うなばら荘指定管理継続判断はということでお伺いしたいと思いま

す。

コロナウイルス感染拡大の影響により、県内企業、特にサービス業の経営は厳しいものとなっ

ております。全国的にはリーマンショック以来の倒産となっております。うなばら荘の経営も同

情するところがあると思っております。しかし、財政規模の小さな村としては、これ以上の税金

投入はできないというふうに考えます。また、西部広域、構成９市町村で同施設を高齢者の福祉

施策の対象施設と位置づけた自治体は我が村１つであると。こうしたことも考えますと、このよ
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うな状況を踏まえれば、村にとってメリットのある決断が必要ではないかと考えます。村長の見

解をお伺いしたいと思います。

質問によっては再質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。終わります。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、山路議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思いま

す。大きく３点御質問をいただきました。

そのうちのまず１点目ですけれども、コロナ禍に対応した独自施策はとの問いでございます。

その中で１つ目が、令和３年度、我が村独自のコロナ対応施策ということで、これは議員の皆様

方には主なものということで、令和３年度の新型コロナウイルス対応経済対策等の一覧というこ

とで資料を配付をさせていただいております。この新型コロナ対応ということに関しましては、

令和２年度、今年度の途中からですけども、国の補正予算等々も活用をしながら、様々な新型コ

ロナウイルスの感染対策を行ってきているところでございます。令和３年度におきまして、考え

方につきましては、先ほど午前中の答弁で申し上げました。やはりこの感染拡大防止をしっかり

やっていくこと、それから社会経済対策をやっていくこと、そしてこのワクチンの接種体制をし

っかりと、やはり確保をしていくことが必要だというふうに考えているところでございます。ワ

クチンの接種体制は、事務的にも今進めているところでございますけども、予算のほうでも当初

予算としてワクチンの接種体制確保事業、それからワクチンの接種年ということで計上をさせて

いただいているところでございます。それから、感染拡大防止の対策としまして保育所、それか

ら学校におきまして、感染防止を行っていくための年用を計上をさせていただいているところで

ございます。また、これも令和２年度から実施をしておりますが、新型コロナ感染症のＰＣＲ検

査年の年用の助成事業ということで、必要があって県外との往来があるという場合に、自年でＰ

ＣＲ検査を受けられる場合に支援をするというものを、令和３年度も上げさせていただいており

ます。

経済対策としましては、新型コロナウイルス経済対策宿泊等応援助成事業ということで上げて

おりますが、これは後ほど御質問のほうにもありますけれども、うなばら荘のほうの利用をぜひ

促進をしていきたい、村内外から利用を増やして、たくさんの方に利用をいただきたいというこ

とからこの事業を上げさせていただいているものでございます。あわせて、新型コロナウイルス

経済対策の商品券事業ということで、これは令和２年度も２月末までということで実施をしてま

いった事業でございます。村民１人当たり ５００円分の商品券の発行を計画するものでござい

ます。それから、事業者の方向けになるかと思いますけれども、新型コロナウイルス感染症対応
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の利子補助事業、それから米子日吉津商工会を介しまして経営相談に係ります補助、それから農

業の関係になりますが、自走式の草刈り機やトラクターアタッチメントモア等を購入し、農地を

適正に管理される場合に補助をするという農家農作業省力化支援事業も掲げております。また、

下水道料金の負担軽減ということで、令和２年度から軽減が２％に減るというところだったもの

を、６％の軽減で据置きをしております。これを、令和３年度においても引き続き６％の軽減を

していくという提案もさせていただいております。以上、一覧表について説明をさせていただき

ました。また随時、必要に応じて補正等々でお願いするかもしれませんけれども、当初の予算で

は以上のようなところを計上をさせていただいているところでございます。

次に、ワクチン接種に関しまして、相談窓口を設置すべきではないのかという問いでございま

す。ええ、村におきましても国、厚生労働大臣の指示を受け、新型コロナウイルス感染症対策の

ワクチン予防接種の体制整備に取り組んでいるところでございます。村におきましても、この相

談窓口というのは必要なものであるというふうに認識をしています。国の示す、行っていきます

コールセンター、相談窓口というのも設置をされるというふうにお聞きをしてますので、この辺

りの役割分担は必要になってくるかと思いますけれども、国ではコロナワクチン施策のえり方、

県では医学的知見が必要となる専門的な相談、市町村では住民や医療機関、高齢者施設等からの

問合せに関する相談を担うということでええのところ示されていますので、村におきましてもそ

ういった視点で住民や医療機関、高齢者施設等からの問合せに関する窓口を中心にお受けする窓

口の設置を進めてまいりたいと考えております。国の設置に向けましたスケジュールを参考に、

役場の福祉保健課に窓口を置き、土日はヴィレステひえづにおいても相談を受けられるように体

制を整えていきたいと考えております。また、新型コロナウイルスワクチン予防接種関連の情報

を、村のホームページや村報、防災無線、ひえづチャンネル等を利用して情報発信をし、ポスタ

ー、チラシ等の掲示など、広く村民への周知に努めてまいりたいと考えております。

次に、フレイルに関する御質問でございます。元気な高齢者が出かける機会が少なくなって、

全国的にフレイルの予防が急務と言われている。出かける保健師の取組が必要ではないかとの問

いでございます。このフレイルといいますのは、加齢とともに心身の機能が低下し、健康と要介

護の中間の状態のことをいいます。フレイルは身体的要因、それから精神的要因、社会的要因、

これは閉じ籠もりとかいうことが原因と言われていますが、こういったことが重なって引き起こ

されるというふうに言われています。高齢者の閉じ籠もりや社会参加の減少によって、フレイル

や要介護状態、認知症のリスクが高まるということが危惧をされているということでございます。

また、後期高齢者は前期高齢者と比べ、加齢に伴う虚弱な状態であるフレイルが進行していくの
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ではないかというふうに言われているところでございます。健康寿命を延ばしていくためには、

このフレイルを予防、改善することが必要で、また、高齢期に達する前から将来フレイルになら

ない生活習慣、食生活であるとか、運動であるとか、社会参加、こういったことを身につけてい

くことが必要であると言われています。

本村では、ヴィレステひえづでの健康相談や健康診査後の健康相談の実施、自宅への訪問指導

等を行い、それぞれの健康状態に応じたフレイル予防や生活習慣病などの重症化予防に努めてい

るところでございます。また、保健師、栄養士を中心に、関係機関と連携しながら各種保健事業

や介護予防事業を実施しています。例えば、生活習慣病の予防教室やノルディック・ウォーク教

室、物忘れ相談会などを実施しているところでございます。また、自治会の公民館やヴィレステ

ひえづで、今年度は１、２月に開催をいたしましたが、町の保健室、この中で今年度からフレイ

ル評価システムを活用したフレイルチェックを実施して、フレイルについての啓発と、個々の結

果に応じた情報提供を行っているところでございます。２月には外出自粛型フレイル予防事業と

して、６５歳以上の高齢者を対象に新型コロナウイルスの感染予防、フレイル予防についての情

報発信を実施いたしました。今後も７５歳以上の高齢者を対象に情報発信を継続していく予定と

しております。また、コロナ禍という状況を鑑み、日常生活や健康面でのお困りのことや、村へ

の御意見等をアンケート形式で返信していただくということも計画をしているところでございま

す。また、老人クラブのほうでも様々な事業や活動を行っていただいており、これもフレイル予

防につながっているものと認識をしております。保健師は、提案のありました出かける保健師と

いうことでございますが、保健師は積極的に地域に出向き、住民と一緒に活動することを通して

生活実態やえ状、ニーズを把握していくことが必要でございます。今後も自治会の様々な活動の

場や村内で開かれる通いの場、各種イベント等に出かけていき、評価システムを活用したフレイ

ルチェックも行いながら、予防啓発活動や情報提供を実施していく予定としております。引き続

き感染防止対策を徹底しながら様々な事業、健康相談、戸別の訪問による介入支援を実施してま

いるように考えているところでございます。

次に、感染予防の立場から、公共施設等に自動水洗化、後づけのものの設置が必要ではないか

という御質問でございます。この公共施設の整備につきましては公共施設等総合管理計画、また

個別施設計画も含みますが、これに基づいて整備を進めていく予定としています。また、修繕に

つきましては、随時対応をしているところでございます。ええ、自動水洗化してある公共施設は

ヴィレステひえづと、一部自動水洗化をしてあるのが役場の庁舎と小学校ということでございま

す。今後でございますけれども、既存施設につきましては、財源を含めて整備を検討をしてまい
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りたいというふうに考えております。

次に、大きな２番目として、村内の空き家対策のえ状についての御質問でございます。この空

き家は、防犯や倒壊、火災、衛生、景観、周辺環境への影響など、様々な面で悪影響を及ぼすも

のでございます。空き家の解消というのは重要な視点だというふうに考えているところでござい

ます。一方で、この空き家というのは個人の資産であり、その適正な年持管理、利活用は個人の

責任において行わなければなりません。空き家の解消には所有者の御理解、御協力が必要になり

ますけれども、やはりその家に対する思い出、愛着等々あることから、なかなか利活用につなが

らないというような案件もあるように聞いているところでございます。相続等々、様々な課題が

あるというふうに認識をしています。令和３年の２月ええで、村内の空き家は３８件でございま

す。平成２７年度と令和２年度に、空き家所有者等に対して移住定住促進のアンケートを実施し

ております。空き家解消を図っていくために、アンケートの回答内容に基づきまして、売却に向

けて鳥取県宅地建物取引業協会へのあっせん、税金や相続等の相談やアドバイスも行っていると

ころでございます。また、アンケートに直接回答があったわけではないものも含め、独自で対応

されたものも含め、合計１５件の空き家解消につながっております。え時点で不動産業者が販売

中の空き家は６件となっており、村ホームページの土地建物の物件情報の中古住宅として掲載を

しております。また、広報ひえづ３月号に、不動産業者の広告として中古住宅情報を掲載するな

ど、空き家の解消に取り組んでいるところでございます。また、令和２年度には、建築、不動産、

法律の各専門団体と県、市町村で構成するとっとり空き家利活用推進協議会に加入し、空き家の

相談体制の充実を図り、空き家の利活用推進を図っております。空き家は、先ほど申し上げまし

たとおり、様々な面で悪影響を及ぼします。また、人口減少、高齢化、核家族化等により、今後

空き家は増加することが予想されますので、所有者への空き家の解消のための働きかけとともに、

空き家の発生防止策にも取組、移住定住の促進のための利活用を推進してまいりたいと考えてお

ります。

次に、大きな３つ目としまして、うなばら荘の指定管理継続判断はということで御質問でござ

います。うなばら荘の件に関しましては、午前中の答弁でもさせていただきましたけれども、西

部広域のほうでえり方検討が進められ、このたびえり方検討の最終報告がなされたということで

ございます。メリットのある決断ということで、どういったことがメリットかなというところで、

ちょっと聞いてみたいところはあるんですけれども、村といたしましては、やはりうなばら荘と

いうのが引き続きまして温泉も活用され、村民にとって愛されて、そして親しまれる施設である

ということが、やはり大事なことだろうというふうに考えております。そのことを持ちながら、
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今後も西部広域等と協議を進めてまいりたいというふうに考えております。

以上、山路議員からの一般質問への答弁とさせていただきます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 大変、１番目の経済対策については分かりやすい資料を頂きまし

てありがとうございます。本来この質問は、私どうしようかなと考えておりました。というのが、

議員は予算審査特別委員会でこの辺りは全て自分としては分かる範囲はできると思っているんで、

ただ村民の方はなかなか分からないというえ実があると思いましたので、あえてここで質問をさ

せていただいたところです。これ全部質問等を詳しくというと、これだけで一般質問が終わって

しまいますので、一つ今日村民の方が見ておられるとして、新規事業がありますので、経済対策

１、新規事業、この辺りについて少し、先ほど答弁いただきましたけど、この辺りもう少しちょ

っと詳しく説明してもらうと村民の方も、今日見ておられる方、分かりやすいんじゃないかなと

思うんで、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。経済対策の新規事業ということ

で、先ほども村長からありましたように、宿泊等応援助成事業ということで計画をしております。

うなばら荘ということで老人保養施設を利用した際に、飲食、それから宿泊の半料を補助すると

いうことでありまして、いろいろな方に使っていただいて補填できればなということであります。

ただ、宿泊に関してはＧｏＴｏトラベル等がありますので、そういう部分で使われた方について

は、その残りの２分の１というようなところで考えておりまして、詳細については新年度、これ

が通りましたら要綱等を定めて進めていきたいという具合に思っておりますので、今までの老人

の ０００円と合わせて、ぜひ村民の方にも御利用いただければという具合に思います。以上で

終わります。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） ありがとうございます。村民の方もこうした説明を受けると、あ

る面ではちょっと心に、何ていうですかね、余裕でもないですけども、安心される部分があるか

なというふうに思っております。午前中、同僚議員の中から、村民の所得とか村内の企業はどう

なんだという質問があったんで、あえて私はこの部分については置いといても、福祉保健課長の

ほうに少し多分まとめられていると思うんですけども、国保の被保険者状況はどうだったのかな

という、例えば、例えばというより全部免除とかいう方もおられるというふうに聞いております

けども、その辺りはどうだったでしょう。
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○議長（井藤 稔君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 山路議員の質問にお答えします。国民健康保険のほうでの保険税に

ついての質問かと思います。

○議員（２番 山路 有君） ええ、そうだよ、ごめんなさい、ちょっと分かりにくかったかな。

○住民課長（矢野 孝志君） 減免があった方は７人いらっしゃいました。あと、すみません、ち

ょっと待ってくださいよ。すみません、徴収猶予の方が２名だったと記憶しております。以上で

す。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） ちょっと私の調べた内容と違っているんで。

○住民課長（矢野 孝志君） あっ、そうですか。

○議員（２番 山路 有君） 全料免除という方が６名おられたというふうには聞いております

けども。ちょっと担当者は、課長では分からない、担当のほうがよく分かってるのかなというふ

うには思いますけども、ただその料については国からの補助で賄えたということで聞いておりま

す。ということで、非常に細部にわたってこの影響は出ているなというふうには私、思っており

ます。

次、この間、これはいつの新聞、２月２６日のこれ日本海新聞ですけども、これワクチン接種、

鳥取県１９市町村調査、接種方法と会場ということで福祉保健課長に教育民生で説明を受けた内

容ですけども、日吉津村では医師の確保というのが黒丸がしてありますので、調整中というふう

にこの記事ではなってます。調整中というのは一人のお医者さん、民間のお医者さんは、自分の

ところでは接種しますよと、ヴィレステまでは来ませんよということです。一人のお医者さんは

ヴィレステまで来て接種しますよと言いながら私はそんなに、自分のお医者さんの仕事もあるん

で、そうはヴィレステばっかり来られないというふうに理解してますけども、え状でヴィレステ、

ヴィレステでやりますやりますっていって言っておられるんだけど、え状で本当に一人のお医者

さんでそんなに１６歳以上、 ０００人以上多分おられるじゃないかなと思いますけども、それ

ができるのかなと心配します。ちょっとその辺り、え状ではどういう対策取っておられるのかお

聞きしたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 山路議員の御質問にお答えします。先ほど集団接種、個別接種

の接種方法についてはおっしゃるとおりでございます。それで、集団接種、今お願いしてる先生

が自分のところの医療機関と、それからヴィレステでという両方のお願いをしております。集団
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接種に関しましては、一応昼休憩と、それから日曜日というところの業務の時間外でお願いをし

ているところであります。ただ、昼休憩でありますし、日曜であります。そして、今の段階では

お一人ということで、そのお一人の方にずっとお願いするというのは、やはり厳しさがあるとい

うことで認識しておりまして、その集団接種に来ていただくドクターの方に、例えば今お願いし

てるのは、西部医師会のほうから派遣をしていただけないだろうかというような今依頼をかけて

いるところでございます。そういった意味でこの新聞の調整中というような回答をさせていただ

いたところでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） ありがとうございます。私は、課長も一緒じゃないかと思うです

けど、それでも３人ぐらいお医者さんがおって対応しないと、開業医の方は自分の病院の仕事も

あるだろうし、患者さん来られるから、それを投げといてヴィレステに来るっていうわけにもい

かないと思うんで、その辺り少し調整されて、え全の体制で接種ができるようにしてほしいなと

いうふうに思っております。

そして２点目が、午前中の同僚議員の中でも大体受けないという方が、１６歳以上、受けない

という方が大体２０％余り、２８％としてますけども、この段階ですごく下がってきたというこ

とで、今２０％ぐらいだと、受けないという自己表示をちょっとアンケートでされた中で、どこ

までがこれが正確な数とは思いませんけども、そうしますと、これやっぱり福祉保健課長になる

のかな、この受けなさいよという啓発はどうされますか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 山路議員の御質問にお答えします。先ほどおっしゃいましたよ

うに、本当に連日ワクチン接種の話題がテレビ等で放送されております。やはりそういった、見

ていただくとやっぱりワクチンというのの安全性、有効性っていうのは感じていただけてるんで

はないかなというふうには思っておりますし、国のほう、そして県のほう、市町村、これからど

んどんＰＲをしていくと思いますので、本村も今既にホームページのほうでもアップさせていた

だいております。そういったことや広報誌、防災無線等を使いまして、その辺のワクチンの安全

性、有効性につきましてＰＲをしていきたいなというふうに考えているところです。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） ホームページ等でも見させていただいて、ただ村民の方でこのホ

ームページを見て、まず見られる方が何人いるかなっていうような心配もするところで、取りあ

えず一番いいのは防災無線とか折り込みとかで、やっぱりその意義とか本人の生命ということと、
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あとやっぱりクラスターにならないというような立場から、やっぱり何らかの推進、こういう形

での推進をしてほしいなと。田村厚生労働大臣が遺憾にこの間思っておられるのは、このコロナ

ワクチンを受けた人には商品券を出しますなんていう町村ができたわけですね。これについては

苦言を申されているということで、自分の命なり守るのに商品券出すまでのことはないだないか

ということで、私もそういう取組はしてほしくないなと。やっぱり自分の命は自分で守るという

ことを心がけてやってほしいというふうに思います。

それと次、今、村長のほう、福祉保健課、それからヴィレステのほうに相談窓口をつくります

よということで今答弁いただいたんですけど、私の言ってるのと少し意味が違うわけで、今ここ

に、私の言ったのは、担当者でも置いて看板でも作って、コロナワクチン接種相談窓口というよ

うな看板でもつけてやると、何かどこに行っていいもんだろうかなと、やっぱりそういう役場に

行きても、それからヴィレステに行きても、そういう掲示板があるということは非常に相談しや

すいんじゃないかなと私なら思うんですけども、その辺りは村長、そこまでの考えはない、看板

までしてやるような考えはないと。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 山路議員の御質問にお答えします。目的としては、住民の方が

気軽に窓口に立ち寄って、ここが相談窓口なんだなということが分かって、相談しやすい雰囲気、

体制が整えるということが大きな目的だと思います。そのために、表示があればやっぱり分かり

やすいということはあると思いますので、立派な看板をつけるかどうかはちょっとまた別にして、

分かるようなことは考えていきたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） えらい前向きな答弁いただきまして、そんなプラスチックの業者

に作ってもらったような看板する必要は私はないと思いますけども、取りあえずこの通用門って

いうですか、こちらなり、ここの辺にも相談窓口がありますよっていうのをして、福祉保健課の

ほうに相談窓口というような格好で、二段構えでも。ヴィレステはもう入ったら正面がちょうど

受付がありますので分かりやすいんじゃないかなと。逆に私はヴィレステなんか保健師さんもお

られますし、ふだんいろいろな話も皆さんされますので、そういう相談、日常会話の中で相談し

やすいんではないかなというふうに思います。ちなみに、他町村での接種をする前の相談窓口で

４０人で２時間かかったんだと、このいろいろな相談を受けて、４０人受けて２時間かかったと

いうデータも出てます。ということは、いかに個々の方がいろいろな、何ていうんですかね、や

っぱり自分の体調。私でもインフルエンザ注射して５日間ぐらい微熱が出るんで、できたらこう
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いうところで相談、事前にしたいなと思ってます。ですので、ぜひそういう配慮っていうですか

ね、やってほしいなというふうには思っております。よろしくお願いします。

それから、今度は１番目の３点目、これ出かける保健師の、私は今こそ出番ではないかなと思

っておりますけども、福祉保健課長の答弁になると思いますけども、まずこの出かける保健師、

どの程度の出かける保健師を考えられているわけですか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 山路議員の御質問にお答えします。やはり今、新型コロナウイ

ルス感染の予防をするために外出を控えておられるという方も多いかと思います。その外出機会

が減ることでいろんな筋力低下が起こったりというようなことがあります。ですので、やはりふ

だん以上の、こちらから出かけていったりというようなことは必要かなとも思いつつ、やはり感

染、こちらも感染予防というものに配慮しながら、相手のあることですので、相手の考え方も配

慮しながら出かけていくということが大事になってくるかなというふうに思います。

まず、昨年の春先には、７５歳以上の高齢者の方に訪問をしたりというようなこともさせてい

ただきました。それから、それ以降も社会福祉協議会、それから地域包括と連携して訪問させて

いただいたりというようなこともしております。ですので、ただ、例年行っております熱中症予

防というような訪問に関しましては、やはりちょうどコロナが発生している時期でしたので、昨

年は見合わせたということもあります。そういった状況を見ながら保健師も随時、各自治会のほ

うに出かけていきたいなというふうに思っております。それで、今新しくフレイルチェックとい

うことで、先ほど答弁もありましたけれども、システムを使った評価システムを導入しました。

そういったものを使って、今後行われます各自治会の通いの場ですとか、各自治会での事業とか、

そういったものに保健師が出向いて測定をしていただいて、その人の合ったアドバイスができる

んじゃないかなというふうに思っております。ですから、こういった、いつこんなことをするっ

ていうはっきりしたことは言えませんけれども、様子を見ながらどんどん出かけていきたい、保

健師に限らず様々な専門職も併せて日吉津の高齢者を見守る体制をつくっていきたいというふう

に思っております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） ありがとうございます。取りあえず状況を見ながらでないと、な

かなか出れない部分はある、それはもうそのとおりだと思います。昨年３月、私一緒な質問をこ

れしております。そうしたときに、村長答弁は、これ議会報にも大きな面で、取り組んでいきま

すということで答弁いただいてます。私、この取り組んでいきますという言葉に、今振り返って
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みますと、取り組んでいきますという私の意味合いは、各世帯まで行きますよというのが取り組

んでいく考え方と思ってたんですけども、どうも取り組んでいきますというのは公民館まで行く

という考えでなかったかなというふうに今考えれば思いますけども、米子市の例も挙げて詳しく

説明した中で、村長答弁は取り組んでいきますということは、各世帯まで行くというふうに昨年

の３月議会、理解したんですけども、その辺りはどうでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 山路議員の御質問にお答えします。各世帯へということですけ

ども、先ほど申し上げました７５歳以上の方とか、そういった自治会で気になる方といった方に

は、世帯を訪問して実際に行っております。それで、これから行うのが通いの場であったりとい

うような自治会までの場合もありますし、やはり気になる方にはお宅のほうまで訪問していくと

いうやり方は続けていきたいというふうに思っております。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 本当に感染予防しながら取り組んでいくっていうのは、私もここ

であまり大きな声でどうこうっていうことは言えません。ただ、やはり特に７５歳以上、後期高

齢の方であまり外に出かけない方っていうのは、ぜひとも人間関係をつくった中で、保健師さん

がね、限られた世帯ではないかなと思いますけども、ぜひ戸別の訪問をして、声かけなりアドバ

イスをしていただきたいなと、これは私のほうからお願いもありますけども、よろしくお願いし

たいと思います。

次に、今、村長答弁の中でも後づけの自動水洗化の問題について、今村長もヴィレステ、それ

から役場、小学校というふうにありますけども、これ総務課長にちょっと聞きたいですけども、

自治会の公民館に１台つけるとか、そういう発想はないもんでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。今ええ、そういうことは考えて

全くおりませんでした。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） あっさり否定されたんで、多分、小学校は教育課長、小学校も今

ついてるような村長答弁だったと思うんですけど、小学校は自動で手を出したらすっと水が出る

ようなのがありますかね。

○議長（井藤 稔君） 横田教育課長。

○教育課長（横田 威開君） 山路議員の御質問にお答えします。小学校は自動で出るところは体
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育館のトイレ、それから特別棟のまなびルームのほうのトイレ等に自動の水道が設置してありま

す。以上です。

○議員（２番 山路 有君） ありがとうございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 今度、福祉保健課長、今度新しくできる複合型子育て拠点施設、

これにはどの程度のこういう自動水洗のなってるわけでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 山路議員の御質問にお答えします。複合施設の建設に当たりま

して、自動化というところも検討しました。え場の職員等にも意見を聞きましたら、え場として

は自動だとどうしても子供さん、子育て支援センターにしてもちっちゃい子が遊んだりとか、そ

れから児童館にしても子供たちが遊んだりとかいうことで、ちょっと水の周りがなかなか整理が

できないということで、え場の希望として、やはりねじる蛇口のほうがいいということを言われ

ましたので、複合施設は全て大体ねじる形でやるというふうに決まっております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） なるほどね。いろいろな見解があって、そう言われれば我が家で

も孫さんなんか、こうしただけで出たらいっつも行ってこうやりますので、なかなかそういうこ

とを考えると、考えなければならないのかなというふうに思います。この辺りについては、それ

以上の追及っていうですか、質問はいたしません。

あと総務課長、やっぱり公民館なんか考えてませんっていうことですけど、公民館もこれだけ

手の消毒とかもろもろ非接触型体温計とか、ただ台所に入ると常に１か所ぐらいはそんなのが、

トイレは自動になってますね、トイレはね。台所に１か所ぐらいはそんなのは必要ない。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。自治会については、修繕とかコ

ミュニティを使っていただいたり、修繕の活動の補助金等もありますので、そういう箇所をもし

修繕されるのであれば補助金等を使っていただいて、ぜひやっていただければという具合に思い

ます。ただ、どれぐらいかかるかがちょっと今分かりませんので、金料的には、その辺を調整し

ていただければという具合に思います。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 相当値段にびっくりされているようですけども、この間ちょっと

ずっとネットを調べておったら、安いのは、今ほかの県外ですけど、小学校なんか ８００円で
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ある。結構安くてあるなというふうには思ってます。上は切りがないですよ。学校の先生が３分

ぐらいで取付けができるんだというのを動画画面でやってたんですけど、そういうのもありかな

と、値段的に見れば。それがもうちょっとかかったところで、 ０００円ぐらいかかったとして

も、何か所も全部替えるわけじゃないんで、少し、コミュニティ事業で自治会の公民館がそれで

行政のほうとしてはいいですよということであれば、また考えていかないけんのかなというふう

に思っております。

ということで、あとはこれ最後の、１番目の最後の質問になりますけども、村長、富山県のど

こか町だったと思うんですけど、これから長くマスクの生活が続くんだということで、町を活性

化したいということで、そこの何か、何ていうんですか、マスコットというですか、ものをマス

クに印刷して、すごくそこの町がにぎわいが出たというようなのがちょっと出てたんで、例えば、

この間ちょっと教育長にもどげなですっていって話いたですけども、今度チューリップマラソン

の実行委員会があるんで、何ぼか、今その資料も取り寄せると５００円ぐらいでできる、印字し

て、多くなればもっと安くなると、どれぐらいな生地なのかっていうのは分かりませんけど、全

くちょっとコロナで暗い話ばっかりなんで、少しマスクにチューリップの畑ぐらいが印字された

ような、マスクぐらい職員全部、これサービスだないよ、買う、買ってする、何でももらったら

駄目、自己負担３００円ぐらいで、２００円は行政なりが負担するという、何か私、教育長も一

緒なようなことを考えられとって、何か面白いことにしよいやと、暗いような話ばっかりなんで、

どうしてもマスクの生活はこれから続くんで、少し、今ここで答弁要りません。少し何かそうい

う明るい話題をつくっていただきたいなと。私も一生懸命です、そういう明るい話題。次、今度

はうなばら荘の質問せないけんですけども、またこれもあんまり明るい話ができないんで、暗い

話ばっかりなんで、何か一つそういうところで村長、何か頑張ってほしいなというふうに思いま

す。もうこれはこれで答弁要りませんので、２番目の空き家対策はちょっと飛ばせていただいて

後から、順番変えまして、３番目がうなばら荘指定管理継続判断についての再質問に移りたいと

思います。

私、ここ臨時議会等で否決に常になっている、ちょっと北栄町風車です。３回提案を受けて、

３回とも否決受けてます。これが、そこの議員さんともちょっとこの間話ししたんですけど、う

なばら荘と一緒な状況ですね。引き返そうと思うけど引き返せない。向かっていこうとしても向

かっていけないいう、うなばら荘とちょっと違うかもしれないけど、つまり今９基の風車があっ

て、それをこぼつのに約七、八億かかる。基金積立てをしとっても、そういう金がかかってくる

と。それをこぼして、今度は５基建てるそうです、行政の提案。５基建てるそうですけども、そ
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れが４７億ぐらい、今度は大きさが違います。高さが１００メートルでしたかね。大きいものだ

そうです。議員さんいわく、何を言われたかいったら、否決するその要因ですね、やっぱり次代

の子供に借金残したくないというのが大きな理由のようです。別にうなばら荘の税金投入するか

らいってそうは思いませんけども、なかなか手が引けないけど、行政また提案されるじゃないか

なというような話でした。なかなか否決が可決されるようなことはないだないかというような話

でした。

それと、あと中部地区、私ちょっとスポーツ関係の会議があって行きました。そこで旅館に入

りまして、夕方、そしたら参っちゃったですね、おかみさんが玄関まで出て最敬礼ですよ。うな

ばら荘もここまでしや、私こんな一般質問せんになと思ってね。帰るときも、おかみさん最後ま

でですよ。何でこういうことを言うかいいましたら、今回の所信表明、施政方針、村長の。去年

はされてない、おととしうなばら荘についての、施政方針の中にうなばら荘っていう項目を設け

て、去年はやっておられない。その前はやっておられる。石前村長も３０年ぐらいにやられて、

今回、村長はうなばら荘という項目を設けて施政方針、頑張ってやっていかないけんということ

が述べられていて、私も内心は、何ていうですか、同情っていうですかね、そういう気持ちでい

ます。ただ、今、中部の旅館とかそういうのを見ると、果たして村長のそういうやらないけんっ

ていう気持ちがうなばら荘に伝わっているのかと。この間も私、うちの局長にも言ったんですけ

ど、あんまり名前を言ったらいけんですけど、トップの方と擦れ違ったんだけど、挨拶一つされ

ないもんね。ああ、山路はやっぱりうなばら荘に反対ばっかしようけんと見られているとは思わ

んですけども、こんな高飛車で私、うなばら荘、私も何か最近行きたくなくなった。やあ、山路

さんよう来られましたっていって言われるぐらいであれば、私もこういう直球しかよう投げない

人間なんで、そういうことがないんで、私はこれはそういうことも感じると、それでちょっと総

務課長に少し聞きたいです。ここで、３月定例会で ０００え補正予算が出てます。あと、債務

負担行為も出てます。これを全て議会が否決したら、令和４年度以降どういう始末の状況が起き

るのかお聞きしたい。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。ええ出しているのは、赤字補填

ということで ０００え出しておりまして、これがもし否決ということになりますと、今年度資

金ショートを起こしますので解散と。昨年が３００えぐらいかな、赤がありましたので、それを

合わせて解散ということになります。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。
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○議員（２番 山路 有君） ありがとうございます。解散ということで、この間、この間とい

うのはいつだったかな、広域から来られたのが２月２６日だったですかね。総務課長、村長も出

ておられて、三上局長も来られた中で、同じ質問したです。そうしたら、西部広域の三上局長は、

つまりそういうことになれば休館であると、最大限、日吉津の立場を尊重しますということを言

っておられます、言っとられます。そうすると、こうした借金は今回の ０００え、おおよそで

いいですので、幾らぐらいのここで否決されたら借金が残るわけですか。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。先日、２６日に今のうなばら荘

の１月のえ状と２月、３月の見込みを出したのが ５００え、 ５００えの使用料が減免になっ 

たということを踏まえて、消年税をたいたものを計算させていただきまして ５００え弱という

ことになっておりますので、それは昨年の３００え等も含めて、全てで ５００え少々というこ

との赤字になります。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） そうすると、 ０００えというのは、今回 ０００え、これは消 

年税等を入れるから ０００えに今回、補正なるわけですか。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。一応、まだ見込みということで

確定ではありませんので、実際には ６００えなのかもしれませんし、 ７００えかもしれませ 

ん。ただ、足らなかったらいけませんので、一応上乗せ分ということで ０００えということで

提案はさせていただいております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） そうすると、昨年の５月、６月ぐらいに ０００え、 ０００え 

銀行借入れをして、９月議会で ０００え補助金を出して、今回 ０００えを補助金出していう 

経過があるわけですね。そうすると、私これだけ赤字が続いている中で、一番私心配するのは、

この ０００えじゃなくて、私この債務負担行為で銀行借入れを ０００えしてますね。そうす 

ると、この ０００えも返してないだないかなと思うんです。だけど、この ０００えについて 

は議会も債務負担行為議決してるんで、そうするとここで終わっちゃうと、 ０００え今回の補

正と銀行借入れの ０００えも残ってくるんじゃないかなっていう最近すごく心配するところで

すけども、それはどうなりますか。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。
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○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。昨年の３月議会で補正のときに

議決いただいたのは、２年度のうなばら荘のの失補填を債務負担行為で議決を得て、２年度の予

算の中で計上したものであります。金料を定めずにの失補填するということで、それに基づいて

前回 ０００えを、早かったですけども、こういう状況の中で ０００えを提案させていただい 

て、補填をしていただいたと。今回、３月見込みをした中で ５００えほどありますので、改め

てプラス ０００えということで提案をさせていただいたということで、それを支払うことでう

なばら荘のほうでは全体の中で ０００えをお返しされますので、 ０００えが上乗せすること 

はありませんので、うちが ０００え払った中で赤字が消えて、また来年経営がスタートすると。

ただ、必ず運転資金が要りますので、また来年の４月、５月ぐらいに、通常ですと ０００えぐ

らいのお金を借りられて、運転資金として動いていかれると。最後にまた ０００えを返される

というのが流れになっております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 私も数字に弱いんで、そうするとここで例えば債務負担行為を議

決、つまり否決されて、一般会計 ０００えも否決されても実質、村の税金から支払う金は ０ 

００えで、今のおおよそで約 ０００えですね、で収まるという理解でよろしいわけですか。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。以前、補正をさせていただいた

０００えはもう引いてありますので、今回の ０００えが否決されたら赤字の ５００えが残  

りますので、解散に追い込まれると。福祉事業団が解散となると、あそこの運営をどこもできま

せんので、多分西部広域としては休館を取らざるを得ないのか、違うところに指定管理をしない

といけないのかということになると思います。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） ちょっと肝腎なところなんで、最終的にここで、今何回も私言っ

てるんですけど、債務負担行為否決、一般会計否決なった場合に、最終的に村の税金からは、あ

れはいいです、何千えの借金が残ってこれで閉めることができますよいう、その数字だけを教え

てください。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。今回上げてる ０００えの補正

が通らなければ、 ５００相当の赤字が残ると。債務負担はあくまでも来年度の補填のための債

務負担を提案してるだけですので、別で考えていただければと思います。以上です。
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○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 半分分かってます。すごい怖いだがんね、数字がね、ぴょんぴょ

んぴょんぴょん飛んでいくから。これ一般家庭で、一般家庭と言ったらいけんけども、 ０００

え、 ０００えが万ん万ん飛んでいっちゃうもん。どうします、これね。中部の旅館では、おか

みさんが言われるのは、それは日吉津村のうなばら荘はいいですわい、赤字が出た場合は村が見

てごしなあですもんっていって言われると、まあ、そういう甘さがあるのかなと思って、話をし

たです。だから、テークアウトもそこの旅館ではポスティングじゃないですがん、話聞いたら。

全部１軒１軒の家へ行って、対面で渡して、受けたお弁当は職員が家まで持っていくと。そこま

でやらないと自分やちはやっていけんと。うなばら荘はテークアウトといって弁当は取りに来て

くださいという防災無線あったでしょ。そんな生易しいもんじゃないと。やっぱり私こういうサ

ービス業に私行政入るべきではないだないかなというふうに思ってます。できない。そんなこと

までしようと思ったら、村長も村長しながらうなばら荘の理事しながら兼務っていうのは、何か

私無理があると、目が行き届かないというふうに思います。令和３年度、例えばこのまま継続し

ていくと、総務課長大体、今回でいけば村の税金、令和２年度 ０００え出したわけになるわけ

ですね、今回可決すれば。令和３年度は、私これよりもっと悪んなあだないかなと思いますけど

も、あなたの感じとしてはどうなあの。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。２月、３月見ますと、大体七、

八百えの赤字ということになっております。売上げが２００え程度で、固定の経年が一千何百え

ほどありますので、必ず８００えぐらいは、この状態が続けば８００えの１２か月ということで

６００えの赤字になるということになります。ですから、今回と同様なレベルになるという具

合には踏んでおりますけども、このワクチンとか、コロナが少しずつでもよくなっていったり、

先ほど説明した宿泊の助成とかを使ってぜひいただいて、うなばら荘を盛り上げていただければ

という具合に思っておりますので、あと職員のほうも確かに足りない部分はあるとは思います。

ただ、職員も頑張っておりますので、その辺りは少し御理解いただいて、今この先が見えない中

で職員も一生懸命頑張っておりますので、御理解をお願いしたいと思います。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 私も、大体今まで総務課長からもらった資料に１２を私けると

０００え以上になるなという計算をしてます。この先が見えてます、先が見えとう言ったらおか

しいですけど、令和４年度は人手に渡りますからね、どっちにしても。そうすると、令和３年度
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をして、 ０００えからの税金を投入することが果たして村民の理解を得れるのかなと、この辺

り。こういうことを言うと、また明日ぐらい、村民の方から出会ったときにいろいろ言われると

思うんですけど、今午前中の議員の中でも、昭和４９年に建設して、７年後の昭和５４年からチ

ューリップマラソンをうなばら荘でやっておりまして、高田課長も当時おられたと思うんですけ

ど、当時というよりちょっと後になる、私もうなばら荘にはすごい愛着持ってます。ただ、その

愛着の感情と金目計算は少し切り愛さないと、同じ ０００え、例えばするんであれば、ほかの

福祉施策に私は使うべきではないかな。それで、先ほど村長がメリットのある、この最初の質問

でメリットのある決断が必要ということで、私、今最初の、メリットのあるというのは、私は令

和３年度はおいても、令和４年度から上物は民間の方に使ってもらって、地代は土地代は日吉津

村がもらうっていうこと。できたら温泉の使用料ももらっていくと、そういうのが私はメリット

でないかなと私は思ってます。土地代はもらい、そんな税金今度は出す必要ないんで、土地代は

もらって、できたら温泉使用料ももらって、上物は入ってこられる企業さんに使ってもらうとい

うのが私のメリットです。それについては、私はこの間の西部広域の局長の話を聞いてる中でも、

理解は示していただけるかなという、私は感触を持って聞いておりました。それが私は、ここで

日吉津村も、各町村が使うときは使っておいて、今はもう福祉施設と思ってませんよっていって、

日吉津村だけですがん、そんなことを思ってるのが。少しここで日吉津村も性を辛くして、切る

ところは切って、私はやってもそんなに批判を浴びることないんじゃないかなと思ってます。と

いうことで、うなばら荘の問題もこれで終わり。最後に、村長は令和３年度はやる考えでおられ

るんで、ここで村長の答弁も、いやいや頑張ってやりますと言われるんで、やめときます。

それと、今度空き家の問題について。私もずっと空き家について調べました。そうしたら、鳥

取県で空き家率なんていうのがあるわけですね。鳥取県のホームページ開くと空き家率、鳥取県

の１番が大山町です、これが１８％。次が米子市、１⒌５％。鳥取市が１⒋９％。境港市が１⒋

４、伊達市長が一生懸命で取り組んでおられるから、私ここで一番上は境港だと思っておりまし

たら、実を言うと大山町が、だから１０軒あったら２軒近くは空き家というような計算になるか

なというふうに思っております。それで、ちょっと福井課長にお聞きしたいんです。空き家にも、

空き家、どこにやったんかいな、空き家にも４通りあるそうでして、個人が持っておられる空き

家、それから所有者、つまり企業、業者が所有しているもの、それから名義の分からないもの、

それから４点が、今後空き家となる予想がなるものも空き家としてどうもなっていくらしいです。

ホームページで調べたら、そういうふうにこの４つでなっております。それで、境港が今一生懸

命取り組んでおられるんで、何をしとんなるかなと思って調べたら、特定空家等への対応という
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ことで、特定、倒壊等のおそれがあるものは撤去、修繕を命じ、行政執行を可能にできるという

ふうに書いてあるわけです。こうなると、今度、福井課長にお聞きしたいんですけど、この辺り

の倒壊とかこの辺の判断は、これはどなたがするんですか。

○議長（井藤 稔君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 山路議員の御質問にお答えいたします。本村には建築行政の窓

口はあるんですけども事務がございませんで、県が行っておりまして、まだ特定空家になる、対

象になる空き家が本村はございませんので、まだ具体的な検討はされてない状態です。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） ありがとうございます。というのが、これまで福井課長にも何回

か相談したことがありますけども、実を言うと村長、富吉でも結構空き家が増え出して、特に密

集地です。そうすると、火災等々、それから瓦が落ちてきたりということで非常に心配される方

がおられます。この辺り、行政としてその持ち主、業者であろうと個人の持ち主であろうと、あ

とこの持ち主が不えというのはどうしようもないかなと思うんですけど、この辺り、行政として

は持ち主が分かっているところにはどういうような、何ていうんですかね、アドバイス、注意っ

ていうですか、されているんでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 先ほど村長答弁の中にもございましたように、持ち主が特定で

きている、税金とかを払っておられる、相続はしてないけどもみたいな家に対してアンケートを

取っております。全部が全部返ってはきてないんですけども、返ってきた中で相談したいとか、

どうやったらいいのかとか、税金のこととか相続のこととかいろんな相談を受けます。それはプ

ロである宅地建物取引業協会、こちらが本村の契約してるんですけども、相談に乗って、傘下で

ある不動産屋さんとかに紹介をしてくださると。ただ、アンケートにもお答えにもならずに長期

的にほっとかれるっていうのが、こちらも対処のしようがなくって、できますれば行政のことも

あるんですけど、御近所とか御親戚とか、やはり関係者があれば周りからもアドバイス等をして

いただきたいと考えております。行政もできることはやっていくんですけど、あくまで個人の資

産となりますので、介入するのが非常に難しい状況でございます。以上です。

○議員（２番 山路 有君） ありがとうございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 最後の、もう答弁は要りません。ちなみに、日吉津村が空き家率

っていうのは多分、私の計算上ですよ、３％ぐらいになるかなと、多分３％ぐらい、空き家率が。
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全国を見ると、大体、何ていうですか、こういう土地の面積、これが九州全土を含めたぐらいの

土地が空き地というですか、なってるそうですので、ぜひ今後もこの空き家対策は取り組んでほ

しいなというふうに思います。以上で終わります。ありがとうございました。

○議長（井藤 稔君） 以上で議席番号２番、山路有議員の一般質問を終わります。

○議長（井藤 稔君） 議席番号６番、河中博子議員の一般質問を許します。

河中博子議員。

○議員（６番 河中 博子君） ６番、河中博子です。本日最後の一般質問となりました。皆さん

もお疲れでしょうけれども、私も頑張りますので、あと少しお付き合いください。

明日は桃の節句です。桃の節句といいますとおひな様、江府町では奥大山ひなまつりコレクシ

ョンとして、１０年前から旧暦の桃の節句に合わせて民家の軒先や庭先におひな様を飾って、道

行く人たちを楽しませています。時代や様式も様々なおひな様、ひな人形が飾られまして、奥大

山の春の風物詩となっていますが、古いものは明治時代のおひな様も見られ、南部町の一式飾り

とはまた趣の違った地域の伝統的行事となっています。昨年はコロナの関係で中止となりました

が、今年はどうでしょうか。コロナは文化まで壊してしまうのでしょうか。ちらっとそういうこ

とを思ったりもいたします。

さて、今日は第７次総合計画について質問と提言をしたいと思います。総合計画は、日吉津村

の未来像を描く、言わばむらづくりの骨格となるもので、村民全体に関わる政策です。第６次総

合政策の結果等を踏まえた上での取組ですが、心機一転、え状に満足することなく、攻めの気持

ちを持って夢のある大胆なビジョンを展開していただきたいと思います。村民を対象に実施され

ました村づくりアンケートの要望にも触れながらお尋ねしていきたいと思います。

まず最初に、政策１、豊かな心を育むむらづくりの中で、子育て支援の充実について伺います。

日吉津は子育て支援に関連する施策が高く評価されていることは誰もが承知していることですが、

特に今年は複合型子育て拠点施設の整備に取りかかるため、いやが上にも期待が膨らむところで

す。計画の中に一時保育のサービスを目指すなど、利用者のニーズに応えるような事業実施を推

進するとあります。利用者のニーズに応えるというところが重要でして、これまで近隣市町が実

施しているのに、日吉津村になかった施策が、この一時保育でした。一時保育は、幼児を連れた

主婦が里帰り出産のため、あるいは保護者の仕事や病気、家族の介護などに利用できる制度で、

実際に利用した保護者の方は、大変助かったと言っておられます。以前、なぜ日吉津村にはでき

ないのですかとお尋ねしたとき、定員がいっぱいで部屋に余裕がない、また、それに対応する職
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員が足りないという回答だったように記憶しています。このたびの複合型子育て拠点施設整備で、

やっと近隣市町並みに一時保育の受入れ体制が整うのかと期待するところですが、具体的にはど

のような内容でしょうか、お尋ねします。

村づくりアンケートでは、未満児の子供の受入れ定員数を増やしてほしいという意見もござい

ました。この点についても、村当局の考えを伺います。

次に、政策２、自然と調和する住みよいむらづくりの中から２点伺います。快適な生活環境の

整備として海浜エリア活性化計画を策定し、村民の憩いの場として海浜運動公園や河川敷運動公

園の利用促進を図るとあります。海浜運動公園はともかく、サッカー場と野球場という印象が強

い河川敷運動公園をどのような形で利用促進を図り、村民の憩いの場とされるのか、空いていれ

ばドッグランなど自由に使っていいのか、また、水辺の楽校をどうするお考えなのでしょうか、

伺います。

村づくりアンケートに、休日に親子で遊べる魅力ある公園が１つでもあるとありがたいという

のがございました。私も昨年６月に、記念植樹による公園を村内に造れないかと提言いたしまし

たけれども、その予定はないという答弁でございました。公園は、生活環境の整備だけでなく、

子育てにも密接に関わる環境整備でもあると私は思います。子育て王国をさらに発展させるため

にも、公園の整備をしていただきたいと思いますが、当局のお考えを伺います。

それから、海浜運動公園については、アンケートにも建設的な意見や提言が寄せられています。

例えば、うなばら荘とタイアップしてグランピングという新しいキャンプ方式を取ったらどうか、

あるいは、海浜運動公園とうなばら荘とのコラボで利用促進をといった意見もございました。私

も、日野川を含む海岸エリアを活性化するという提案をしておりますので、ぜひ、その当時に申

し上げましたランニングステーションを取り入れていただけたらうれしいなと思っています。こ

の辺りは、うなばら荘の利用方法が変更される可能性も視野に入れつつ、プロジェクトを組んで、

活発な意見を出し合う組織づくりが必要だと考えますが、いかがでしょうか。

もう１点、人材育成について、魅力的なといいますか、大いに期待したい計画が示されていま

す。むらづくりの企画、立案や相談業務など、人でなければできない業務に専念できる体制づく

り等の強化、高い専門性や企画、調整能力など、組織に必要な人材育成を図り、時代に即した行

政サービスの質を向上させ、村民福祉の年持に努めるとあります。これは、行政職員としてなす

べく大切なことだと思いますが、実態はそうなっていないように見受けられます。その理由の一

つは、人員不足ではないでしょうか。人が足りないから日々の業務を消化するのが精いっぱいで、

例えば、研修に出かけるにもままならないというのがえ実ではありませんか。私は、以前から申
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し上げていますが、できれば１年、少なくとも半年、行政と違った分野で研修することを必要で

はないかと提案しています。つまり、企画、立案や発想能力、仕事のスピードと完成度などを養

うためには、他分野での体験が力を発揮することも多々あります。かわいい子には旅をさせろだ

と私は思いますが、いかがでしょうか。

人材育成は、農業で例えば土づくりにひとしく、不可欠なプロセスだと思います。失敗を恐れ

ず、生き生きとした発想に基づいて、職場で自由に意見が言える、そういう職場環境づくりをぜ

ひお願いしたいと思います。どのような人材育成を目指して構築されるのか、お尋ねします。

最後に、健康でともに支え合い、活力あるむらづくりから伺います。まず、移住定住促進とし

て、国道４３１号沿道活性化を目指し、商業施設等の企業誘致を推進するとあります。これは、

数年前からずっとうわさされています企業の進出を、行政が後押しして計画を実えさせる方向に

持っていくということでしょうか。それとも、今よりもさらに４３１号沿道を企業誘致によって

商業化するということなのでしょうか、伺います。

もし、後者のほうでしたら、私は以前にも提案いたしましたが、村内に道の駅を造れないもの

かと考えています。その理由の一つは、国交省は、これからの道の駅は地域防災の拠点になるよ

うなものという方針を打ち出しているからです。例えば、情報発信機能を備えたり、幼児や高齢

者が一時避難できる、そういう施設を備えた道の駅、あるいは道の駅風な設備を整備できないも

のでしょうか。以前提案をしましたら、村長は、アスパルもあるし、そういうことは民間でとい

うふうな答弁でした。それこそ、１００年先のふるさと日吉津を考えたときに、必要な施設にな

ると私は思いますが、いかがでしょうか。

当然、既存施設との調整等はあるとは思いますけれども、しかしそれは相乗効果をもたらすも

のと確信し、足らざるを補う考え方ですみ分けすれば、かえって全てが活性化し、活発化すると

思われます。えに、道の駅ができれば出店したいという声もあります。同じ挑戦というなら、ハ

ード面ではえ状に満足して精神論のみ挑戦しようとするよりも、あえて困難はあっても多種多様

なメリットを村にもたらす事業に挑戦し、村民も役場職員も、もちろん村議会議員も奮い立って

鍛え直される、そういう道を進むべきではないかとも考えます。先人の労苦は感謝しながら、え

えあるものを守る、守りの構えでは、守るべきものも守れないのではないでしょうか。お膳立て

が調ってからでも３年から５年はかかる事業です。ぜひ御検討いただけたらと思います。島根県

仁摩町はええ工事中のようですが、構想から５年かかったと言われました。

もう一つの基本事業、協働のむらづくりの推進について。広報媒体を活用し、日吉津村の魅力

を村民と一緒に村内外に発信する。情報の共有を図り、参画と協働のむらづくりの推進を図ると
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ありますが、この目的は何でしょうか、お聞きします。

以上、第７次総合計画についてお伺いいたします。なお、答弁によりましては、再質問させて

いただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 河中議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思います。

総合計画に関しての御質問、これに関連して幾つかの御提案、御質問をいただいたところでご

ざいます。まず１点目で、子育て支援の充実ということで、新しく整備をいたします複合型子育

て拠点施設、こちらのほうで一時保育のサービスを村としても今計画をして予定をしているとこ

ろでございます。これについての１点目御質問だったろうかなというふうに思います。ええ、こ

の新しい複合型子育て拠点施設の保育所と子育て支援センター部分に隣接したスペースに一時保

育室を確保して、一時保育事業の実施に向けた準備をしようということで今実施設計を行ってい

るところでございます。今後でございますけども、この施設が令和３年度から４年度にかけて建

設工事をしてまいりたいというふうに考えているところでございますので、これと並行しまして、

この一時保育事業、どういった形で実施がしていけるのかということで検討をしてまいりたいと

考えております。

次に、海浜エリアの活性化計画の関係で御質問をいただきました。この第７次総合計画のほう

におきましては、ええ、基本構想、基本計画と本議会に提案をさせていただいているところでご

ざいます。御質問いただきました内容につきましては、基本計画の基本事業１、快適な生活環境

の整備において、今後の方向性として書いているところでございます。この海浜のエリアであっ

たり、この公園というのは、村民の皆様の憩いの場であり、また、観光交流であったりというこ

とで多くの人がここに訪れてにぎわいにつながったり、それが地域の活力につながっていくとい

うことが狙いになるんだろうなというふうに思っているところでございます。例えば、ええの海

浜運動公園で申しますと、これは基幹道路から近い位置に立地する利便性を生かして、村内外か

らの誘客が図っていけるのではないかと。そのために近隣の商業施設との連携や、県あるいは商

工会のほうで今取り組んでおられますサイクリング事業等とも連携をしながら、この圏域におけ

る日吉津村の魅力発信、活力につながるようなことができないかなというふうに今考えていると

ころでございます。行政だけではなくて、村民ですとか利用者含め多様な主体が関わって連携し

ていくことが重要であろうということで考えています。まずは、利用者の皆さんや村民の皆様か

ら御意見を伺うために検討会を設置をして開催をして、その中で検討を進めてまいりたいという

ふうに考えております。
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次に、人材育成の関係で御質問いただきました。日吉津村におきましては、人材育成基本方針

というのを平成２２年度に策定をして、その方針に基づいて研修等を行っているところでござい

ます。庁内で行っております人権研修はじめ、人材育成ということで、県の職員人材開発センタ

ーや市町村アカデミー、これは国になるんでしょうか、この市町村アカデミー等々への派遣もし

ながら、階層別の研修や能力開発研修等を実施をして、人材育成を図っているところでございま

す。また、令和２年度には専門家のアドバイスをいただきながら、目指す職員の姿をみんなで話

し合ったり、あるいは組織目標を各課で考えたり、また、総合計画についても職員で自由にアイ

デアを出し合ってつくってきたものでございます。非常にいいアイデアが出るというふうに見て

いるところでございまして、こういった取組は引き続き続けながら、職員の発想を生かしながら

取組を進めていきたいというふうに考えています。また、他分野での研修というような御提案も

ありました。これは、令和３年度から５年間、地域課題を解決していくための能力を有する人材

を育成することで、組織全体としての課題解決能力を高め、地域を活性化し、地域住民の満足度

を上げるということを目的に、県と西部７町村共同で研修を実施していこうということで予定を

しています。これは、若手職員を中心にこの西部の町村でつくりました人材育成のアクションプ

ランというのを検討しておりまして、これに沿って人材育成を行っていくというものでございま

す。この受講をした職員が、研修で得た能力を生かして、ニーズが多様化する地域のえ状を把握、

分析し、対応するとともに、地域で住民と接する中で課題を見いだし、協働して解決することを

基本として取り組んでいくものでございます。こういった研修も令和３年度から共同でスタート

をしていくように計画をしているところでございます。

次に、防災拠点も兼ねた道の駅を誘致してはどうかという御質問でございます。こちらにつき

ましては、先ほど議員からもありました、私の以前の答弁ということで、民間でというようなこ

とでありました。こちらにつきまして、道の駅ということでちょっと見てみますと、道の駅って

いうのは、休憩機能と情報提供機能、それから地域連携機能というのが、３つの機能を持ってい

るということでございます。この設置の目的を何に持っていくかということだと思いますけども、

これが、３つ目の地域連携機能、活性化につながる地域連携機能であるとすれば、本村におきま

しては、先ほどありましたように、アスパルであるとか、新鮮市場であるとか、あるいは民間の

ショッピングセンターであるとか、飲食店であるとか、様々な施設や営業形態が既に多くあるも

のであると認識をしています。また、こういった道の駅というような施設を造ることを想定する

と、その仕組みづくりであったり、これを運営していくということが今後必要になってくるとい

うことでございます。日吉津村におきましては、たくさんの既存の施設等々ございます。そうい
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ったところとの充実、連携強化を図っていくということのほうが効果的ではないかというふうに

考えております。よって、ええこの道の駅を新たに整備してということは、ええのところは考え

ていないという状況でございます。

次に、広報に関する考え方についての御質問であろうかなというふうに受け止めました。広報

というのは、議員も御案内のように、これを誰向けに発信をしていくかということが非常にキー

ポイントになってくるのではないかというふうに思っているところでございます。村民の方向け

に出していく情報なのか、または村外に対して日吉津村の情報を発信をしていくのかということ

で、これは手法も異なってくるというふうに認識をしております。村民の皆様向けの情報発信と

しては、村報であったり、ホームページ、防災無線、ひえず１１３チャンネルを活用して、主に

情報発信を行っているところでございます。村外向けに関しましては、ホームページや首都圏等

々、県の東京本部であるとか、関西圏もそうですし、こういった県の拠点施設のほうにパンフレ

ットを置いたりというような発信も行っているところでございます。また、官民連携の取組とし

まして、村内にありますイオンモール日吉津さんと連携をしまして、本村専用のＰＲコーナーの

設置に向けてええ協議を進めているところでございます。新年度にはオープンできるように、今

協議を詰めているところでございます。どのような自治体も情報発信に力を入れている時代であ

るからこそ、村民の皆様はもちろん、村外の方々にもしっかり届く戦略的な情報発信をしていく

ことが求められていると認識しています。日吉津村の魅力やええの姿を戦略的に発信し、さらな

るイメージアップを図り、対外的な知名度やイメージの向上、村民による日吉津村の魅力の再発

見、村民としての誇りや一体感の醸成など、日吉津村ならではの魅力や活力の創出を図ってまい

りたいというふうに考えております。まず、村民の皆様が、日吉津村とはどのような村なのかを

語っていただけるように、地域の魅力を積極的に村民に発信し、浸透することを目指していきた

いと考えております。また、若い世代からは、どのように情報を取得したらいいか分からないと

いうような声も伺っているところでございます。例えば、そういった若い人たちへのＳＮＳ等を

使った発信であるとか、子育て世代への発信、必要な方々に必要な情報が届けられるような情報

発信の手段というのを工夫しながら、今後も情報発信を効果的にできるように検討しながら実施

をしてまいりたいというふうに考えております。

以上で、河中議員からの一般質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（井藤 稔君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） ここは、マスクはしますか。

○議長（井藤 稔君） いいですよ、そのままで。
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○議員（６番 河中 博子君） 外しててよろしいですか。

○議長（井藤 稔君） はい。

○議員（６番 河中 博子君） そうですか。再質問を少しさせていただきます。

一時保育については、本当に、個人的にというのはおかしいですが、大変うれしく思っていま

す。今まで本当に日吉津村だけありませんでした。私も西部地区全部取材しましたけど、本当、

日吉津村だけでしたので、狭いところにたくさんのお子様を預かっているという、そういう事情

もあったようですので分かりますが、今回、やっとそれができるということで、大変うれしく思

っています。よろしくお願いしたいと思います。

それから、海浜運動公園やその活性化のところですね。先ほど村長は、海浜運動公園について

は幹線を利用して村内からの誘客とか、そういうことをおっしゃいました。その中での、検討会

を設置するというふうにおっしゃいましたけども、これはすごくいいことだと思います。ちょっ

とそれは置いときまして、海浜運動公園や河川敷運動公園の利用促進を図るというふうにありま

す。先ほど私も質問させていただきましたけれども、河川敷運動公園を村民の憩いの場として、

どのような形で利用促進をされるのですか。あそこは、土日はサッカー、それから野球というふ

うに、私にはサッカー場と野球場としか見えておりませんけれども、その横に水辺の楽校があり

ますが、水辺の楽校を公園として使っていらっしゃる姿は、本当に見かけません。この辺りを、

村民の憩いの場として提供すると、利用促進するというそのお考えの形をおっしゃってみてくだ

さい。

○議長（井藤 稔君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 河中議員の御質問にお答えします。河川敷運動公園につきまし

ては、今ええ、サッカー、野球というようなところがメインで御使用のほうをしていただいてお

りますけれども、水辺の楽校に関しましても、皆さん方のウオーキングコースであるとかジョギ

ングコース、あるいは犬の散歩をされとるというような姿を見かけることもございますし、あと、

水辺の楽校の南側のほうには花壇のほうをありますけれども、時期が来ましたらそちらのほうに

も花の苗を植えまして、皆さん方に憩いの場ということで御利用をいただきたいというふうに思

っております。水辺の生物でありますとか、そういったような植物、あるいは木々でありますと

か、水路のほうの水が日野川に流れていくというような造りにもなっております。そういったよ

うな自然と触れ合っていただきながら、村民の方、村外の方、憩っていただければなというふう

に思っております。

あと、もう一つが、河川敷とちょっと愛れておりますけれども、桜堤ございます。こちらのほ
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うについて、コロナウイルスの発生によりまして、従来ですと仮設トイレのほうを設置しており

ましたけれども、そういったような状況ですので、トイレのほうの設置は控えさせていただいて

る状況でございますけれども、時期が来ましたら、そちらのほうの桜のトンネルといいますか、

そういったようなところを見に来ていただける方もたくさんいらっしゃいます。そういったよう

な方がちょっと足を運んでいただいて、水辺の楽校なり、そういったような河川敷の公園の御利

用をいただければなというふうに考えております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） つまり、利用促進を図るというふうにおっしゃってますけれども、

従来どおりでやっていくということですよね。例えば、水辺の楽校には駐車場はありません。遠

くに置いて、ずっと歩いてこないといけません。だから、その辺を整備しますよということでは

なく、今あるもので、広報を使われるのかどうか分かりませんけれども、そういうふうにして、

日吉津村にはこういうところがありますから、ぜひ使ってくださいと、そういう意味での利用促

進というふうに捉えればよろしいですか。

○議長（井藤 稔君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 河中議員のおっしゃるとおりでございますけれども、一つには、

県外から来られる、キャンプ場なり、海浜エリア、あるいは、４３１号線の沿線の商業施設、そ

ういったようなところに来られる皆様方いらっしゃいますけれども、そういったような方が日吉

津村を散策していただく中では、こういったようなところもあるということをお伝えしていきた

いなというふうに思っております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） もう一つ、憩いの場についてお尋ねします。先ほど検討会を設置

するとおっしゃいました。海浜運動公園ですけれども、利用者はコロナで少ないというふうにお

っしゃっていましたけれども、一つには、密閉ではありませんから、人数と場所っていいますか、

そういうことを考えれば、海浜運動公園は本当にもっと使っていただきたいなと、室内ではあり

ませんから。そういった意味でのやっぱりＰＲというのは、おやりになったほうがいいんじゃな

いかなというふうには思います。それから、先ほどの検討委員会ですけれども、大体、委員会と

いう名前はいろんなところですぐつきますけれども、何か今、海浜エリアを活性化というふうに

おっしゃっていますから、できれば委員会ということではなくて、日吉津村プロジェクトＸとか

ですね、そういったその斬新な、やる気を感じさせるようなネーミングでやったらどうでしょう

か。私はそういう気構えが大事なような気がするんです。

－７２－



それから、村民の方の意見を聞くというふうにおっしゃいました、これとっても大事なことで

す。しかし、インタビューというのは時間をかけないといいものは取れません、いいものは取れ

ないといいますか、時間をかけないとなかなか本音っていうのは聞けないんです。だから、よく

村づくり委員会、何とか講座といってヴィレステでおやりになります。ああいうときにはちゃん

とした発言者はいらっしゃいますけども、こうこうこういうことの意見を聞くからヴィレステに

集まってもらおうかなっていうことではなくて、むしろこちらのほうから、自治会とか各施設と

か何かイベントがあったときに、その会場に足を運んでざっくばらんに、井戸端会議風に話し合

うことが大切ではないかと思うんです。本当に、村民の方の意見を聞くというのは、口でいうほ

ど易しいものではありません。アンケートを取っても、書いてくださる方は、やはりちゃんとそ

れなりの意思を持っていらっしゃる方ですので、持っていてもなかなか書けないということもあ

りますから、やっぱり何かのときにちょこっと行って、ざっくばらんに話をする、そういったよ

うな積み重ねが、村民の方の意見を聞けるということになるんじゃないかと思います。

それから、海浜運動公園についての一つの提案ですけれども、手軽にバーベキューといったよ

うな企画をされたらどうでしょうか。人間わがままなもので、行くだけでおいしい、楽しい時間

が過ごせるっていうのは、とっても魅力的だと思うんですね。都会のほうでは、もうそれは当た

り前のほうになってるようですけども、イオンとかアスパル、新鮮市場、そういうところとタイ

アップして食材がそろえられないものでしょうか。こういった一皮むけたアイデアが活性化の引

き金になるんじゃないかと思うんですが、行政の方はお堅いことを考えられますけども、この辺

はどうでしょうか、唐者なことを申しますが。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 河中議員の御質問にお答えします。検討委員会の名前もそうですけ

ども、通常行政用語ということで、海浜エリア活性化検討委員会というような、仮称ですけども、

その名前はどういう形でもいいと思いますので、またそういうことを始めた中では、検討の余地

があるかなという具合に思います。御意見を聞くという中では、今提案のありました自治会とか

イベントですね、そういうところに出かけていくっていうのも大事かなと思いますし、まず、海

浜公園の利用される方の御意見等もまず聞いていかないといけないかなということで、その辺も

含めて意見を伺う会をしていくということが一つあります。

それと、今言われた手軽にバーベキューということで、確かに人間楽なほうがよかったりする

もんで、もし注文して物が来れば、手軽にできるということも考えられますので、そういう提案

をいただきましたので、またそういう会の中でもそういう話をしたりとか、本当にそういうこと
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ができるのかというのも調査っていいますか、そういうこともしてみたいという具合に思います

ので、提案ありがとうございましたということです。以上です。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。今、総務課長のほうからキャンプ場での検討、それ

から、手軽にバーベキューとかっていう御提案もいただく中で答弁をさせていただきました。こ

ういった企画、キャンプ場の運営企画というのは、行政が今やっておりますけれども、これは民

間の力を借りていくっていうのも一つの考え方だろうなというふうに考えております。指定管理

というやり方もあろうかと思いますし、その辺りも含めて、このキャンプ場がより皆さんに使い

やすく、また活気が出るような仕組みというのを考えてまいりたいと考えております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 私も唐者なことを申し上げましたけれども、何か起爆剤になりま

すと、海浜運動公園だけじゃありませんよね、あの辺り一帯のことですから、何かそういったよ

うなことを考えてみていただけたらいいなと思います。

それから、人材育成は、３年から５年間ですか、県と西部７町村で若手人材育成アクションプ

ランというのでやっていくということですので、ぜひともそういうことは取り組んでいただきた

いと思います。私は、さっきも言いましたけれども、本当に他分野をのぞいてみるというのもと

ってもいい研修になりますので、そういったようなことを、特に、今で言いますと、総合政策課

になりますけれども、いろんな企画をする、いろんなアイデアを出す、そういうときには、行政

ではどうしても固まってしまうところがございますから、本当に外から自分の職場を見る、外か

ら日吉津村を見る、そういったような力を養うことは大事だと思います。もちろん人数のことも

ありますから、そういうことをちょっと考えていただけたらよりありがたいなというふうに思い

ます。

今年の１月１４日と２１日に、ちょっとそれますけども、西部総合事務所で、鳥取県が主催さ

れまして、入庁二、三年の若手職員を対象に研修会がございました。日吉津村からは２日間とも

出席者はなかったようです。講師先生から、島大の先生でした、行政法の先生でしたけれども、

議員だったらこういう場も見学しておいたほうがいいですよというふうに声をかけていただいた

もんですから、少しだけ私ものぞかせていただいて研修させていただきました。ほんの一部です

けども、例えば、プレミアム商品券を発行するのに先着順か、あるいは抽せんかといったような

課題が出されて、それを一生懸命皆さんが小論文を書いてやっておられましたけれども、日吉津

村には、入庁の二、三年の方がいらっしゃらなかったのかもしれませんけども、県もそういった
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ようなことをやっていらっしゃいますから、そういうところの情報もきちっとキャッチして出て

いかれたらいいなと思います。本当に行政でふだん起こり得ることを課題としてやっていらっし

ゃいました。

それから、国道４３１号沿道の活性化は、どっちですかって聞いたのは、先ほど申しましたけ

れども、以前からの企業のことかなと思ったらそうではないということでしたので、そのことは

理解いたしました。国道４３１号沿道の開発っていうのは、行政のほうももちろん認識していら

っしゃるでしょうけれども、二酸化炭素の排気ガスを含めた、いわゆる環境。それから、あれだ

け交通量がございますから、住居に与える環境。それと、当然、農地に与える環境、影響など、

本当に環境についてはしっかり管理する必要があると思っていますが、この点について、日吉津

村ではやっていらっしゃいますでしょうか、どうでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。国道４３１号沿道の商

業開発、もともと日吉津村の土地利用計画に基づき、都市計画のマスタープランとかに位置づけ

てええも進めております。イオンをはじめ、ケーズデンキとか開店したところなんですけども、

そういった沿道環境とか居住環境、営農環境、当然配慮して進めるためには、この４３１号沿道

は市街化調整区域でございますので、市街化調整区域における商業系の地区計画という制度で今

後も開発を進めてまいりたいと考えております。この地区計画を定めるに当たりましては、単な

るお店だけを持ってくるんじゃなくって、当然、周辺の居住されている方、それから交通安全対

策であったり、それから農地と最終的に接する部分もあろうかと思います。ですから、農業のこ

とも考えつつ、商業のことも考えつつ、理想的なまちづくりを進めていくという地区計画でござ

います。いい例が、最近開店したケーズデンキだと思っております。こういった手法で今後も取

り組んでまいりたいと考えております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） そういう環境のことはよく分かりましたけれども、多分まだ１回

もやっていらっしゃらないと思いますけど、先ほど申しました、非常に交通量が多いですから、

二酸化炭素のですね、それの環境っていうか影響、それはどこがやるものですか、県ですか、国

ですか、県ですか、４３１号の排気ガス環境、それは、大体幹線はやっていると思うんですけど。

○議長（井藤 稔君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 二酸化炭素、カーボンのことについては、まず、ちょっと専門

分野ではございませんが、え状として考えられるとすれば、電気自動車の普及とか、ハイブリッ
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ドの普及、交通量が増えれば当然、そこを走る動力にする燃料は使いますので、効率性の高いも

のを使用するというぐらいだと考えております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 分かりました。え状はやっていないということですね。

道の駅の整備っていうのは、え状も、前回も同じですが、考えておりませんということです。

今では、私もこだわってるわけじゃないですがいろいろ調べますと、単なる道の駅ではなく、川

の駅、海の駅、さらには海と川の駅というようなものもあるようでして、そういうようなこと考

えますと、小さい日吉津村を空から眺めた場合に、日吉津村全体を道の駅というぐらいな構想は

できないものかと考えてみたりもするんです。村長もおっしゃいましたけども、既存の施設との

共存を考えなければならないというのは、それはとってもよく分かりますけれども、相乗効果も

大きいんではないかなという、そういうふうな気もいたしますし、そうならないと実施に向けて

は進まないと思います。１０年後、２０年後の村の姿として考えるときに、そういったものが４

３１号沿道沿いにあるといいなというふうに私は今も考えています。

それから、協働のむらづくりの推進のＰＲといいますか、村のＰＲの関係ですけれども、それ

は、１１３とかいろいろと今もやっていらっしゃいますので、それは今以上に努力してやってい

ただきたいと思いますけれども、イオンと連携して村専用のＰＲコーナーを検討中というふうに

おっしゃいました。私、これ前から思っていまして、あそこが使えないかなというふうに思って

いたものですから、これは本当に朗報だと思います。ぜひ、そういうふうに日吉津村のコーナー

が使えるようになるように、ぜひ交渉していって実えしていただきたいと思います。

終わりになりますけれども、総合計画というものに私は期待するものがございます。それは、

いろんな形はありますけれども、私は、村長が立候補されましたとき、１００年先も住みよい日

吉津村という、この１００年というフレーズがとっても斬新で、新鮮な私は刺激を受けました。

そういう大きなビジョンをむらづくりに挑戦していただける方なんだなというふうに、本当に期

待いたしました。計画というのは、そういうものだと私は思うんです。実際に実施するのは明日

のこと、来年のことというふうになっていきますけれども、まず、どかっとしたつかみっていい

ますか、そういうときには、本当に大きな夢のある、そういうビジョンでつくっていただきたい

なと思います。村づくりアンケートの中に、５０年、１００年先の日吉津村の姿を想定しながら

の第７次総合計画であり、計画の１０年間はその通過点である。基礎、土台づくりという認識の

上で行政を進めてほしい。西部地区の中心は米子市ではなく日吉津村だという村になりたいもの

だ。法律、条例にのっとって行うのが行政であるが、できない理由を言うより、できる方法を考
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え、知恵を絞ってほしい。もう一つ、村民の意見を募ることも大切ではあるが、まず、長となる

人が遠大な理想と構想を持ち、村民に語りかけることが重要だと考える。多少、大風呂敷でもよ

い、将来を見据え、老若いい、わくわくどきどきする村にしたいものである。目標人口 ０００

人の村というのがありました。計画、１０年間はその通過点である、あるいは、できないことを

言うよりできる方法を考える、こういったようなことをきちっと書いてくださる村民がいらっし

ゃるということは、とてもいいことだと、いいっていいますか、明るいことだと私は思いますね。

ですから、村民の意気込みに応えるためにも、今立ち上がれオール日吉津ではありませんけれど

も、それぐらいの気持ちで一緒に頑張っていきたいと思います。終わります。

○議長（井藤 稔君） 以上で議席番号６番、河中博子議員の一般質問を終わります。

・ ・

○議長（井藤 稔君） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。なお、明日も当議場で９時から一般質問を予定いたして

おります。参集をよろしくお願いします。以上です。お疲れさまでした。

午後３時１３分散会

－７７－


